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ロ
ー
マ
帝
国
の
再
建
と
最
盛
へ
の
礎
1

桑

山

由

文

【
要
約
】
　
紀
元
～
世
紀
後
半
の
ウ
ェ
ス
パ
シ
ア
ヌ
ス
帝
治
世
は
、
従
来
、
ロ
ー
マ
帝
国
西
部
が
発
展
し
た
時
代
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
だ
が
、
こ
の
妻
琴
、

大
き
く
外
観
を
変
え
た
の
は
東
方
辺
境
で
あ
っ
た
。
本
稿
で
は
、
ロ
ー
マ
到
パ
ル
テ
ィ
ア
関
係
と
属
州
カ
ッ
パ
ド
キ
ア
匡
ガ
ラ
テ
ィ
ア
の
成
立
過
程
と
の

二
点
か
ら
こ
の
時
代
の
東
方
辺
境
政
策
の
事
体
を
考
察
し
た
。
そ
の
結
果
、
こ
の
政
策
に
は
、
先
行
研
究
が
重
視
し
た
よ
う
な
、
パ
ル
テ
ィ
ア
に
対
抗
し

て
の
軍
備
増
強
と
い
う
対
外
的
、
軍
事
的
要
素
は
小
さ
く
、
内
乱
で
疲
弊
し
た
財
政
の
再
建
と
い
う
経
済
的
、
内
政
的
側
面
が
強
か
っ
た
こ
と
が
明
ら
か

に
な
っ
た
。
単
な
る
辺
境
政
策
で
は
な
く
、
帝
国
東
部
全
体
の
再
編
策
の
～
環
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
東
部
再
編
が
現
地
出
身
者
の
登
用
を
促
進

し
た
こ
と
は
、
東
部
上
層
家
系
が
中
央
政
界
へ
進
出
し
、
後
の
ド
ミ
テ
ィ
ア
ヌ
ス
今
期
、
さ
ら
に
は
五
賢
帝
期
に
元
老
院
議
員
身
分
内
で
一
大
政
治
勢
力

を
成
す
契
機
と
な
っ
た
。
ウ
ェ
ス
パ
シ
ア
ヌ
ス
帝
の
東
方
政
策
は
、
帝
国
東
部
を
東
方
豊
州
と
し
て
地
域
的
に
ま
と
ま
ら
せ
、
五
聖
帝
期
の
最
盛
を
支
え

る
礎
を
築
い
た
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
八
一
巻
六
号
　
一
九
九
八
年
一
一
月

は
　
じ
　
め
　
に

ロ
ー
マ
元
首
政
初
代
の
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
帝
以
来
続
い
て
い
た
ユ
リ
ウ
ス
・
ク
ラ
ウ
デ
ィ
ウ
ス
朝
は
ネ
盛
事
の
死
に
よ
り
滅
亡
し
、
紀
元
六

九
年
に
帝
国
は
一
年
に
四
人
も
の
皇
帝
が
立
つ
内
乱
状
態
に
陥
っ
た
。
俗
に
「
四
皇
帝
の
年
」
と
も
呼
ば
れ
る
こ
の
六
九
年
の
内
乱
に
勝
利
し

て
フ
ラ
ウ
ィ
ウ
ス
朝
（
六
九
～
九
六
年
）
を
開
い
た
の
が
、
ウ
ェ
ス
パ
シ
ア
ヌ
ス
帝
（
位
六
九
～
七
九
年
）
で
あ
る
。
前
至
朝
の
諸
皇
帝
と
は
異
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な
っ
て
実
力
で
帝
位
に
つ
い
た
彼
の
統
治
は
、
元
首
政
に
変
革
を
も
た
ら
し
、
二
世
紀
ロ
ー
マ
帝
国
の
最
盛
の
礎
を
築
い
た
画
期
で
あ
っ
た
。

従
来
の
研
究
で
は
、
こ
の
ウ
ェ
ス
パ
シ
ア
ヌ
ス
治
世
を
、
帝
国
の
西
部
属
州
の
発
展
期
と
み
な
し
て
き
た
。
帝
が
西
方
出
身
の
入
間
を
多
く
元

老
院
議
員
へ
上
げ
、
彼
ら
の
子
孫
か
ら
二
世
紀
の
五
賢
帝
期
に
皇
帝
と
な
る
人
物
が
現
れ
た
こ
と
、
ヒ
ス
パ
ニ
ア
（
ス
ペ
イ
ン
）
の
全
都
市
に

ラ
テ
ン
権
が
賦
与
さ
れ
た
こ
と
な
ど
が
重
視
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
一
方
で
、
帝
国
東
部
に
関
し
て
彼
は
冷
淡
な
態
度
で
臨
ん
だ
、
と
考
え
ら
れ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

彼
の
東
部
政
策
は
軽
視
さ
れ
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
こ
の
時
代
に
は
、
帝
国
東
部
で
大
き
な
変
化
が
起
こ
っ
た
。
属
国
の
併
合
、
小
ア
ジ
ア
東
部
へ
の
軍
団
駐
屯
な
ど
が
行
わ
れ
、

東
方
辺
境
が
再
編
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
従
来
、
こ
う
し
た
東
方
辺
境
再
編
は
国
境
防
衛
体
制
を
強
化
し
た
だ
け
の
も
の
と
み
な
さ
れ
て
き
た
。

帝
国
東
部
に
対
す
る
政
策
が
ロ
ー
マ
帝
国
全
体
の
動
向
に
密
接
に
関
わ
っ
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
ウ
ェ
ス
パ
シ
ア
ヌ
ス
帝
は
帝
国
東
部
を
支
持
基
盤
と
し
て
六
九
年
の
内
乱
に
勝
利
し
た
人
物
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
、
彼
の
政
治
に

何
ら
か
の
影
響
を
与
え
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
治
世
後
半
に
は
属
国
ユ
ダ
ヤ
の
女
王
ベ
レ
ニ
ケ
が
首
都
ロ
ー
マ
で
、
か
な
り
の
影
響
力
を
ふ

る
っ
た
ら
し
い
。
彼
女
は
六
九
年
の
内
乱
で
ウ
ェ
ス
パ
シ
ア
ヌ
ス
に
重
要
な
支
援
を
与
え
た
人
物
で
、
帝
の
長
男
で
後
の
皇
帝
テ
ィ
ト
ゥ
ス
の

愛
人
で
あ
っ
た
。
帝
国
統
治
に
あ
た
っ
て
、
ウ
ェ
ス
パ
シ
ア
ヌ
ス
帝
が
帝
国
東
部
に
対
し
て
何
ら
の
配
慮
も
示
さ
な
か
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な

い
。

　
本
稿
は
、
以
上
の
視
点
に
立
ち
、
ウ
ェ
ス
パ
シ
ア
ヌ
ス
帝
の
東
方
辺
境
再
編
を
分
析
し
、
そ
れ
を
手
が
か
り
と
し
て
、
ウ
エ
ス
パ
シ
ア
ヌ
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

帝
期
に
お
け
る
帝
国
東
部
の
意
義
を
考
察
す
る
。

　
ウ
ェ
ス
パ
シ
ア
ヌ
ス
帝
期
に
は
、
東
方
辺
境
に
お
い
て
以
下
の
よ
う
な
出
来
事
が
起
こ
っ
た
。
第
一
に
、
ロ
ー
マ
と
パ
ル
テ
ィ
ア
の
間
に
あ

っ
た
属
国
コ
ン
マ
ゲ
ネ
里
国
（
現
在
の
ト
ル
コ
東
南
部
に
位
置
）
が
ロ
ー
マ
に
併
合
さ
れ
た
。
第
二
に
、
小
ア
ジ
ア
の
東
部
に
あ
っ
た
国
運
カ
ッ
パ

ド
キ
ア
と
中
部
に
あ
っ
た
属
州
ガ
ラ
テ
ィ
ア
が
合
併
さ
れ
て
生
州
カ
ッ
パ
ド
キ
ア
ー
ー
ガ
ラ
テ
ィ
ア
と
な
り
、
二
個
の
正
規
軍
団
が
派
遣
さ
れ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

さ
ら
に
属
州
カ
ッ
パ
ド
キ
ア
の
東
に
あ
っ
た
属
国
小
ア
ル
メ
ニ
ア
も
併
合
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
東
方
辺
境
再
編
の
結
果
、
ロ
ー
マ
は
ユ
ー
フ
ラ

73 （851）



テ
ス
川
以
西
を
完
全
に
支
配
下
に
お
く
こ
と
と
な
っ
た
（
地
図
参
照
）
。

　
こ
う
し
た
ウ
ェ
ス
パ
シ
ア
ヌ
ス
帝
の
東
方
辺
境
再
編
は
、
従
来
の
研
究
で
は
、
東
方
の
パ
ル
テ
ィ
ア
な
ど
の
外
敵
に
対
し
て
国
境
防
衛
体
制

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

を
強
化
す
る
た
め
に
行
わ
れ
た
、
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
こ
の
説
に
よ
れ
ば
、
東
方
辺
境
再
編
に
は
以
下
の
よ
う
な
理
由
が
あ
っ
た
。
ロ
ー
マ

と
パ
ル
テ
ィ
ア
が
ア
ル
メ
ニ
ア
王
位
を
め
ぐ
っ
て
争
っ
た
ネ
ロ
帝
期
の
ア
ル
メ
ニ
ア
戦
争
（
五
四
～
六
三
年
）
の
結
果
、
パ
ル
テ
ィ
ア
王
ウ
ォ

ロ
ガ
エ
ス
ス
の
弟
テ
ィ
リ
ダ
テ
ス
が
ア
ル
メ
ニ
ア
の
王
位
に
つ
い
た
。
ア
ル
メ
ニ
ア
が
パ
ル
テ
ィ
ア
の
影
響
下
に
入
っ
た
こ
と
は
、
ロ
ー
マ
に

と
っ
て
非
常
な
脅
威
で
あ
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
そ
れ
ま
で
小
ア
ジ
ア
に
は
正
規
軍
団
が
駐
留
せ
ず
、
属
州
シ
リ
ア
の
軍
団
の
み
が
東
方
の
防

衛
に
あ
た
っ
て
お
り
、
国
境
防
衛
体
制
は
不
十
分
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
ウ
ェ
ス
パ
シ
ア
ヌ
ス
帝
は
、
パ
ル
テ
ィ
ア
と
ア
ル
メ
ニ

ア
の
脅
威
に
対
抗
す
る
意
図
か
ら
信
州
カ
ッ
パ
ド
キ
ア
目
ガ
ラ
テ
ィ
ア
に
二
個
軍
団
を
派
遣
し
、
さ
ら
に
、
戦
略
的
に
重
要
で
あ
っ
た
コ
ン
マ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

ゲ
ネ
王
国
を
併
合
し
て
軍
団
を
置
き
、
国
境
線
の
防
備
を
固
め
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
に
対
し
て
、
近
年
、
東
方
辺
境
政
策
は
む
し
ろ
攻
撃
的
性
格
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
積
極
説
も
強
く
唱
え
ら
れ
て
き
た
。
辺
境
の
軍
団

は
東
方
へ
の
積
極
的
拡
大
を
意
図
し
て
駐
屯
さ
せ
ら
れ
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
説
に
よ
れ
ば
、
ウ
ェ
ス
パ
シ
ア
ヌ
ス
帝
の
東
方
辺
境
政

策
も
他
の
時
代
の
そ
れ
と
同
様
で
あ
っ
た
。
属
州
カ
ッ
パ
ド
キ
ア
ー
ー
ガ
ラ
テ
ィ
ア
へ
の
軍
団
駐
屯
は
将
来
の
ア
ル
メ
ニ
ア
併
合
を
念
頭
に
お
い

た
も
の
で
あ
り
、
コ
ン
マ
ゲ
ネ
王
国
併
合
も
パ
ル
テ
ィ
ア
の
侵
攻
に
備
え
る
た
め
で
は
な
く
、
む
し
ろ
パ
ル
テ
ィ
ア
に
対
す
る
領
土
的
野
心
の

現
わ
れ
で
あ
っ
た
。
二
世
紀
初
頭
に
は
ト
ラ
ヤ
ヌ
ス
帝
が
パ
ル
テ
ィ
ア
戦
争
を
起
こ
し
て
ア
ル
メ
ニ
ア
を
併
合
し
、
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
地
方
ま
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

を
～
旦
征
服
し
た
の
で
あ
る
が
、
ウ
ェ
ス
パ
シ
ア
ヌ
ス
帝
の
東
方
辺
境
再
編
は
パ
ル
テ
ィ
ア
戦
争
の
前
段
階
で
あ
っ
た
、
と
い
う
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
ど
ち
ら
の
立
場
に
も
問
題
は
多
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
東
方
辺
境
政
策
に
防
衛
的
性
格
を
み
る
前
者
は
、
パ
ル
テ
ィ
ア
か

ら
の
侵
略
の
可
能
性
を
強
調
す
る
が
、
近
年
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
ロ
ー
マ
目
パ
ル
テ
ィ
ア
間
の
戦
争
は
、
基
本
的
に
前
者
が
後
者
に
千
擬
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

こ
と
が
き
っ
か
け
で
始
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
一
方
、
攻
撃
的
性
格
を
み
る
後
者
は
、
あ
ら
ゆ
る
時
代
に
お
い
て
ロ
ー
マ
が
パ
ル
テ
ィ
ア
、
ア
ル

メ
ニ
ア
へ
の
領
土
的
野
心
か
ら
行
動
し
た
、
と
捉
え
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
各
々
の
時
代
が
置
か
れ
た
状
況
を
あ
ま
り
に
無
視
し
て
い
る
と
い
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え
よ
う
。

　
ま
た
、
ど
ち
ら
の
説
も
、
ウ
ェ
ス
パ
シ
ア
ヌ
ス
帝
の
東
方
辺
境
再
編
を
、
対
外
関
係
の
み
か
ら
考
察
し
よ
う
と
し
、
当
時
の
ロ
ー
マ
国
内
の

情
勢
を
ほ
と
ん
ど
顧
慮
し
て
い
な
い
。
だ
が
、
ウ
ェ
ス
パ
シ
ア
ヌ
ス
帝
治
世
を
考
察
す
る
場
合
、
特
に
国
内
情
勢
を
念
頭
に
置
く
必
要
が
あ
る
。

彼
の
治
世
は
六
九
年
の
内
乱
の
直
後
で
、
帝
国
の
秩
序
は
安
定
し
て
い
た
と
は
言
い
難
い
か
ら
で
あ
る
。
加
え
て
、
帝
国
東
部
は
ウ
ェ
ス
パ
シ

ア
ヌ
ス
帝
が
内
乱
に
お
い
て
支
持
基
盤
と
し
た
土
地
で
あ
り
、
き
わ
め
て
早
く
か
ら
帝
の
支
配
下
に
置
か
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
帝
の
東

方
辺
境
再
編
を
、
同
時
代
の
状
況
と
の
連
関
か
ら
考
察
す
る
視
点
は
欠
か
せ
な
い
。
本
稿
は
、
ウ
ェ
ス
パ
シ
ア
ヌ
ス
帝
の
東
方
辺
境
再
編
を
対

外
的
視
点
と
国
内
的
視
点
の
双
方
か
ら
考
察
す
る
。
東
方
辺
境
再
編
が
ウ
ェ
ス
パ
シ
ア
ヌ
ス
帝
の
帝
国
統
治
に
大
き
な
意
義
を
持
っ
て
い
た
こ

と
は
そ
こ
か
ら
明
ら
か
に
な
ろ
う
。

①
即
≧
。
。
8
戸
国
量
器
極
位
§
§
導
き
§
り
。
鼠
。
P
6
り
。
。
も
唱
．
ミ
し
。
山
刈
α
で

　
は
、
ゲ
ル
マ
ニ
ア
、
ブ
り
タ
ン
ニ
ア
に
叙
述
の
中
心
が
置
か
れ
、
帝
国
東
部
に
つ

　
い
て
は
コ
ン
マ
ゲ
ネ
併
合
に
簡
単
に
触
れ
る
程
度
で
あ
る
。
即
ω
《
日
や
○
話
Φ
訴

　
H
薯
跳
ぎ
σ
Q
聾
Φ
菊
。
讐
き
O
o
〈
①
語
ヨ
Φ
鼻
沁
§
§
ξ
馬
芦
同
く
擢
○
×
｛
o
昼
一
Φ
。
。
Q
。
》

　
℃
．
一
P
も
フ
ラ
ウ
ィ
ウ
ス
朝
成
立
で
主
と
し
て
西
方
が
恩
恵
に
浴
し
た
、
と
す
る
。

②
　
　
本
稿
に
お
い
て
、
帝
国
東
部
と
は
、
ギ
リ
シ
ア
、
エ
ジ
プ
ト
以
東
を
指
す
。

③
小
ア
ル
メ
ニ
ア
は
ア
ル
メ
ニ
ア
王
国
（
現
在
の
ト
ル
コ
・
イ
ラ
ン
国
境
付
近
）

　
の
西
に
あ
り
、
ア
ル
メ
ニ
ア
王
国
の
～
部
で
は
な
い
。
本
稿
で
は
ア
ル
メ
ニ
ア
と

　
い
っ
た
場
合
、
全
て
ア
ル
メ
ニ
ア
王
国
を
指
す
。

④
パ
ル
テ
ィ
ア
は
セ
レ
ウ
コ
ス
朝
か
ら
独
立
し
て
イ
ラ
ン
地
方
を
中
心
に
勢
力
を

　
誇
っ
た
国
。
ロ
ー
マ
帝
国
近
隣
で
は
最
大
の
外
国
勢
力
で
、
し
ば
し
ば
ロ
ー
マ
と

　
争
っ
た
。

⑤
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簿
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月
？
N
お
。
。
ρ
署
一
ミ
O
山
b
。
鱒
。
。
．
（
以
後
、
↓
．
じ
U
．
竃
謀
。
具
O
巷
℃
践
。
。
凶
餌
と

　
略
す
。
）

⑥
こ
の
立
場
に
は
、
》
9
b
け
噸
し
d
。
ω
毒
。
「
号
く
霧
℃
琶
四
p
、
ω
幻
8
嶺
雪
圃
N
註
8
。
障
冨

　
冨
。
酵
・
国
号
牢
。
艮
騨
“
臨
ミ
篤
§
§
し
ρ
描
出
9
8
る
。
。
一
し
d
．
H
6
。
器
p
§
免
虻
ミ
蕊

　
駄
態
、
愚
賊
糞
○
駄
。
鼠
狽
①
＜
冨
Φ
鎚
Φ
匹
．
掌
り
り
ト
。
．
な
ど
。
国
一
∪
僧
騨
。
巽
欝
↓
竃
閃
H
9
・

　
幕
H
冒
ω
質
㌶
冒
野
Φ
閃
蔚
け
O
①
二
目
ざ
》
U
w
§
偽
b
§
§
曼
咋
浮
田
沁
。
ミ
§
§
蹴

　
切
嚢
§
識
鳶
野
魯
⑦
9
℃
9
写
Φ
Φ
ヨ
β
。
昌
乱
雲
逸
文
き
a
ざ
く
。
ド
一
．
b
＞
幻
る
⑩
メ

　
一
Φ
c
。
ρ
竈
．
Φ
し
。
山
O
O
。
．
は
、
防
衛
的
性
格
を
前
提
と
し
つ
つ
拡
大
策
と
し
て
の
側

　
面
も
重
視
す
る
折
衷
的
態
度
。

⑦
例
え
ば
、
づ
O
。
ヨ
Φ
拝
日
冨
①
邑
。
｛
沁
。
ヨ
き
ぎ
冨
H
巨
Φ
×
冨
扇
δ
P
き
、

　
§
魁
き
黛
§
§
暮
鴨
肉
。
ミ
§
ぎ
、
ミ
＆
．
旨
．
空
9
俸
O
．
ω
ご
覧
Φ
ざ
一
〇
り
ω
－
団
。
亭

　
伍
§
Q
巳
螺
Φ
≦
鴫
9
犀
も
」
瞳
｛
．
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第
一
章
　
コ
ン
マ
ゲ
ネ
王
国
併
合
と
ウ
エ
ス
パ
シ
ア
ヌ
ス
帝
の
対
パ
ル
テ
ィ
ア
政
策

76 （854）

第
一
節
　
コ
ン
マ
ゲ
ネ
王
国
併
合
を
め
ぐ
る
ロ
ー
マ
閥
パ
ル
テ
ィ
ア
関
係

　
東
方
辺
境
再
編
は
、
パ
ル
テ
ィ
ア
と
の
関
係
を
中
心
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
そ
の
焦
点
の
一
つ
は
、
コ
ン
マ
ゲ
ネ
王
国
の
併
合
で
あ
る
。
本

章
で
は
、
こ
の
事
件
の
分
析
を
中
心
と
し
て
、
ウ
ェ
ス
パ
シ
ア
ヌ
ス
帝
期
の
ロ
ー
マ
詞
パ
ル
テ
ィ
ア
関
係
を
考
察
す
る
。

　
コ
ン
マ
ゲ
ネ
王
国
は
ロ
ー
マ
の
属
国
で
あ
っ
た
が
、
七
二
年
突
然
の
ロ
ー
マ
軍
の
侵
入
を
受
け
て
併
合
さ
れ
た
。
同
時
代
の
ユ
ダ
ヤ
人
歴
史

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

驚
顔
セ
フ
ス
は
、
コ
ン
マ
ゲ
ネ
が
パ
ル
テ
ィ
ア
と
通
謀
し
た
疑
い
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
事
態
が
起
こ
っ
た
と
記
し
て
い
る
。
だ
が
、
こ
の
併
合

理
由
に
つ
い
て
は
、
従
来
か
ら
そ
の
車
懸
性
が
問
題
と
さ
れ
て
き
た
。
と
い
う
の
も
、
コ
ン
マ
ゲ
ネ
王
ア
ン
テ
ィ
オ
コ
ス
四
号
は
、
ロ
ー
マ
の

侵
入
に
対
し
て
一
切
抵
抗
せ
ず
に
捕
ら
え
ら
れ
、
ロ
ー
マ
に
送
ら
れ
て
ウ
ェ
ス
パ
シ
ア
ヌ
ス
帝
か
ら
厚
く
遇
さ
れ
て
い
る
。
子
孫
は
ロ
ー
マ
の

最
高
公
職
で
あ
る
コ
ン
ス
ル
に
ま
で
到
達
し
て
お
り
、
パ
ル
テ
ィ
ア
と
の
密
通
が
併
合
の
口
実
に
す
ぎ
な
か
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
な
の
で
あ
る
。

概
し
て
、
こ
の
事
件
に
つ
い
て
先
行
研
究
で
は
ロ
ー
マ
の
軍
事
意
図
が
強
調
さ
れ
て
き
た
。
コ
ン
マ
ゲ
ネ
王
国
は
受
忍
カ
ッ
パ
ド
キ
ア
と
志
州

シ
リ
ア
の
問
に
位
置
し
、
そ
の
都
サ
モ
サ
タ
は
ユ
ー
フ
ラ
テ
ス
川
の
渡
河
点
で
あ
っ
た
（
地
図
参
照
）
。
U
拶
酵
○
≦
鋤
ら
は
こ
の
点
を
重
視
し
、

ロ
ー
マ
が
、
ユ
ー
フ
ラ
テ
ス
川
に
沿
っ
て
軍
団
を
置
く
こ
と
で
、
カ
ッ
パ
ド
キ
ア
か
ら
シ
リ
ア
に
い
た
る
対
パ
ル
テ
ィ
ア
防
衛
ラ
イ
ン
（
リ
メ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

ス
）
の
構
築
を
臼
的
と
し
た
、
と
み
な
し
た
。
H
ω
鑓
。
は
、
サ
モ
サ
タ
へ
の
軍
団
駐
屯
で
、
パ
ル
テ
ィ
ア
に
対
す
る
軍
事
行
動
を
容
易
に
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

こ
と
を
ロ
ー
マ
は
意
図
し
た
、
と
い
う
。
彼
ら
の
主
張
は
、
ネ
ロ
帝
期
の
ア
ル
メ
ニ
ア
戦
争
以
来
ロ
ー
マ
ー
ー
パ
ル
テ
ィ
ア
関
係
が
穏
や
か
な
ら

ざ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
認
識
に
基
づ
い
て
お
り
、
コ
ン
マ
ゲ
ネ
併
合
に
よ
り
両
国
関
係
は
さ
ら
に
悪
化
し
た
、
と
み
る
。

　
だ
が
、
当
時
の
両
国
関
係
を
良
好
と
示
唆
す
る
史
料
は
多
い
一
方
で
、
険
悪
と
み
な
す
こ
と
は
き
わ
め
て
根
拠
に
乏
し
い
。
確
か
に
、
ア
ル

メ
ニ
ア
戦
争
の
結
果
、
ア
ル
メ
ニ
ア
王
位
は
パ
ル
テ
ィ
ア
王
の
弟
テ
ィ
リ
ダ
テ
ス
の
も
の
と
な
っ
た
が
、
同
時
に
ア
ル
メ
ニ
ア
王
国
に
対
す
る
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④

ロ
ー
マ
の
宗
主
権
も
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
以
後
、
ロ
ー
マ

と
パ
ル
テ
ィ
ア
は
　
種
の
同
盟
関
係
に
あ
っ
た
ら
し
く
、
ネ
ロ

の
死
後
も
、
お
そ
ら
く
ウ
ェ
ス
パ
シ
ア
ヌ
ス
帝
期
に
パ
ル
テ
ィ

ア
王
ウ
ォ
ロ
ガ
エ
ス
ス
は
関
係
更
新
に
ロ
ー
マ
へ
使
節
を
派
遣

　
　
　
　
⑤

し
た
ら
し
い
。
六
九
年
の
内
乱
に
お
い
て
も
パ
ル
テ
ィ
ア
王
ウ

ォ
ロ
ガ
エ
ス
ス
は
ウ
ェ
ス
パ
シ
ア
ヌ
ス
帝
に
四
万
の
兵
の
提
供

　
　
　
　
⑥

を
申
し
出
た
。
歴
史
家
タ
キ
ト
ゥ
ス
は
、
パ
ル
テ
ィ
ア
を
ウ
ェ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

ス
パ
シ
ア
ヌ
ス
の
同
盟
者
の
一
つ
に
数
え
て
い
る
。
ま
た
、
コ

ン
マ
ゲ
ネ
併
合
の
直
前
、
ユ
ダ
ヤ
戦
争
後
に
パ
ル
テ
ィ
ア
の
使

者
は
ウ
ェ
ス
パ
シ
ア
ヌ
ス
の
長
男
で
ユ
ダ
ヤ
戦
争
の
司
令
官
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

あ
っ
た
テ
ィ
ト
ゥ
ス
へ
金
の
冠
を
届
け
て
歓
待
さ
れ
て
い
る
。

併
合
後
も
両
国
関
係
は
良
好
で
あ
っ
た
ら
し
く
、
ロ
ー
マ
の
侵

攻
後
パ
ル
テ
ィ
ア
に
亡
命
し
た
ア
ン
テ
ィ
オ
コ
ス
四
世
の
息
子

た
ち
は
ウ
ォ
ロ
ガ
エ
ス
ス
王
の
仲
介
で
ロ
ー
マ
へ
の
帰
還
を
許

　
　
⑨

さ
れ
た
。
コ
ン
マ
ゲ
ネ
併
合
の
三
年
後
の
七
五
年
に
は
、
ウ
ォ

ロ
ガ
エ
ス
ス
王
は
ア
ラ
ニ
人
の
侵
攻
を
受
け
、
ウ
ェ
ス
パ
シ
ア

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

ヌ
ス
帝
に
援
軍
要
請
を
し
て
も
い
る
。
パ
ル
テ
ィ
ア
側
に
、
コ

ン
マ
ゲ
ネ
併
合
な
ど
の
ロ
ー
マ
の
拡
大
に
対
す
る
警
戒
心
が
あ

っ
た
と
は
思
え
な
い
の
で
あ
る
。

77 （855）



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

　
さ
ら
に
、
サ
モ
サ
タ
へ
の
軍
団
駐
屯
が
ウ
ェ
ス
パ
シ
ア
ヌ
ス
帝
期
を
最
初
と
す
る
確
実
な
証
拠
は
今
の
と
こ
ろ
存
在
し
な
い
。
ユ
ー
フ
ラ
テ

ス
西
岸
の
ゼ
ウ
グ
マ
に
は
第
四
ス
キ
ュ
テ
ィ
カ
軍
団
が
駐
留
し
て
い
た
ら
し
い
が
、
こ
れ
は
ネ
植
女
期
か
ら
で
あ
り
、
ウ
ェ
ス
パ
シ
ア
ヌ
ス
帝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

の
政
策
に
帰
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
カ
ッ
パ
ド
キ
ア
へ
の
軍
団
駐
留
も
必
ず
し
も
パ
ル
テ
ィ
ア
を
念
頭
に
置
い
た
も
の
で
は
な
く
、
U
p
訂
。
≦
鋤

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

ら
が
言
う
防
衛
ラ
イ
ン
が
ウ
ェ
ス
パ
シ
ア
ヌ
ス
帝
期
初
期
に
専
ら
構
築
さ
れ
た
と
は
言
い
難
い
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
サ
モ
サ
タ
は
戦
略
的

に
重
要
な
位
置
に
あ
っ
た
。
し
か
し
、
ユ
ー
フ
ラ
テ
ス
川
以
西
は
、
初
代
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
帝
以
来
ロ
ー
マ
の
支
配
領
域
で
あ
り
、
パ
ル
テ
ィ

ア
と
の
争
い
の
種
と
な
っ
た
こ
と
は
な
い
。
パ
ル
テ
ィ
ア
が
ロ
ー
マ
の
干
渉
を
感
じ
て
反
発
し
た
の
は
、
ユ
ー
フ
ラ
テ
ス
川
を
ロ
ー
マ
軍
が
越

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

え
た
時
で
あ
り
、
ユ
ー
フ
ラ
テ
ス
川
以
西
を
パ
ル
テ
ィ
ア
は
ロ
ー
マ
の
領
土
と
黙
認
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
コ
ン
マ
ゲ
ネ
併
合
は
ユ
ー
フ
ラ

テ
ス
川
以
酉
に
お
け
る
ロ
ー
マ
の
支
配
を
完
全
に
し
た
で
あ
ろ
う
が
、
そ
こ
に
パ
ル
テ
ィ
ア
と
の
利
害
の
衝
突
を
読
み
取
る
必
要
は
な
い
。
そ

も
そ
も
、
当
時
の
コ
ン
マ
ゲ
ネ
王
国
は
、
属
国
と
は
い
っ
て
も
、
ロ
ー
マ
と
外
国
勢
力
の
緩
衝
国
で
は
な
か
っ
た
。
コ
ン
マ
ゲ
ネ
王
国
の
領
域

は
、
か
つ
て
テ
ィ
ベ
リ
ウ
ス
帝
治
世
に
ロ
ー
マ
に
併
合
さ
れ
て
信
州
シ
リ
ア
に
組
み
込
ま
れ
た
。
ガ
イ
ウ
ス
帝
は
こ
の
地
を
王
国
に
戻
し
た
も

の
の
、
治
世
末
期
に
再
び
併
合
し
た
。
そ
の
後
、
ク
ラ
ウ
デ
ィ
ウ
ス
帝
が
王
国
と
し
、
ウ
ェ
ス
パ
シ
ア
ヌ
ス
帝
期
に
至
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
国
は
名
目
上
王
国
で
も
、
実
質
的
に
は
ロ
ー
マ
帝
国
の
完
全
な
支
配
下
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
ア
ル
メ
ニ
ア
戦
争
で
も
コ
ン
マ
ゲ
ネ
は
一

貫
し
て
ロ
ー
マ
の
同
盟
者
と
し
て
行
動
し
、
パ
ル
テ
ィ
ア
と
の
関
係
は
知
ら
れ
て
い
な
い
。
ウ
ェ
ス
パ
シ
ア
ヌ
ス
帝
が
わ
ざ
わ
ざ
軍
団
を
送
り

込
ん
だ
の
は
、
こ
の
王
国
が
当
時
そ
れ
な
り
に
軍
事
力
を
有
し
、
例
え
ば
、
六
九
年
の
内
乱
や
ユ
ダ
ヤ
戦
争
で
あ
る
程
度
の
働
き
を
示
し
た
か

　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

ら
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
い
わ
ば
、
コ
ン
マ
ゲ
ネ
王
国
の
併
合
は
ロ
ー
マ
の
国
内
政
策
の
一
つ
に
す
ぎ
ず
、
パ
ル
テ
ィ
ア
を
刺
激
す
る
よ
う
な

性
格
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
コ
ン
マ
ゲ
ネ
併
合
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ロ
ー
マ
ー
ー
パ
ル
テ
ィ
ア
関
係
が
ウ
ェ
ス
パ
シ
ア
ヌ
ス
帝
即
位
の
六
九
年

と
比
べ
て
悪
化
し
た
兆
候
は
み
ら
れ
な
い
。
控
え
め
に
見
て
も
、
六
九
年
か
ら
七
五
年
頃
に
か
け
て
の
ウ
ェ
ス
パ
シ
ア
ヌ
ス
帝
期
前
半
に
ロ
ー

マ
が
パ
ル
テ
ィ
ア
に
対
し
て
戦
略
的
意
図
を
持
っ
て
東
方
辺
境
再
編
を
進
め
た
、
と
い
う
見
方
を
支
持
す
る
史
料
は
な
い
よ
う
で
あ
り
、

78 （856）
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H
ω
器
。
ら
の
主
張
は
成
り
立
ち
に
く
い
。
コ
ン
マ
ゲ
ネ
併
合
は
そ
う
い
う
観
点
を
も
っ
て
し
て
は
理
解
し
が
た
い
の
で
あ
る
。
だ
が
、

関
係
は
、
治
世
後
半
に
は
少
々
変
化
し
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
点
に
つ
い
て
、
次
節
で
考
察
す
る
。

第
二
節
ウ
エ
ス
パ
シ
ア
ヌ
ス
帝
治
徴
後
半
の
ロ
ー
マ
疑
パ
ル
テ
ィ
ア
関
係

両
国
の

　
紀
元
七
五
年
以
降
の
ロ
ー
マ
目
パ
ル
テ
ィ
ア
関
係
に
つ
い
て
文
献
史
料
は
ほ
と
ん
ど
存
在
し
な
い
。
こ
の
た
め
、
東
方
再
編
の
防
衛
的
性
格

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

を
強
調
す
る
先
行
研
究
の
多
く
は
、
こ
の
時
代
の
ロ
ー
マ
ー
ー
パ
ル
テ
ィ
ア
関
係
は
良
好
な
も
の
で
あ
っ
た
と
み
な
し
て
き
た
。
だ
が
、
ω
団
日
ρ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

しd

純
ﾖ
≦
o
H
夢
ら
は
、
こ
の
時
期
に
両
国
の
関
係
が
一
気
に
悪
化
し
た
、
と
す
る
説
を
展
開
し
た
。
ω
《
臼
Φ
に
よ
れ
ば
、
ウ
ェ
ス
パ
シ
ア
ヌ
ス
帝

治
世
後
期
に
パ
ル
テ
ィ
ア
王
ウ
ォ
ロ
ガ
エ
ス
ス
は
ロ
ー
マ
に
対
し
て
戦
争
を
企
て
た
も
の
の
大
ト
ラ
ヤ
ヌ
ス
（
ト
ラ
ヤ
ヌ
ス
帝
の
父
で
、
七
三
か

ら
七
七
年
頃
に
シ
リ
ア
総
督
）
に
よ
る
外
交
交
渉
に
よ
っ
て
阻
止
さ
れ
た
。
そ
の
根
拠
は
次
の
二
点
で
あ
る
。
ま
ず
、
ア
ウ
レ
リ
ウ
ス
・
ウ
ィ
ク

ト
ル
の
史
書
b
貼
9
題
ミ
導
誤
お
よ
び
作
者
不
詳
の
煙
§
§
譜
9
跨
ミ
第
七
に
お
い
て
、
「
パ
ル
テ
ィ
ア
王
ウ
ォ
ロ
ガ
エ
ス
ス
が
戦
争
に
よ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

（
導
§
§
寒
Ω
§
亀
惑
浅
で
は
「
恐
怖
に
よ
り
」
）
平
和
へ
と
強
制
さ
れ
た
」
と
記
述
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
次
に
、
二
世
紀
初
頭
の
元
老
院
議
員
小

プ
リ
ニ
ウ
ス
の
『
バ
ネ
ギ
ュ
リ
ク
ス
』
に
お
い
て
、
大
ト
ラ
ヤ
ヌ
ス
が
シ
リ
ア
総
督
の
時
、
父
の
も
と
で
見
習
い
高
級
将
校
を
務
め
た
ト
ラ
ヤ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

ヌ
ス
（
後
の
皇
帝
）
の
「
パ
ル
テ
ィ
ア
に
対
す
る
勝
利
」
が
、
総
督
た
る
父
の
栄
光
σ
q
一
〇
鼠
鋤
を
高
め
た
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
で
あ
る
。

bd

純
ﾖ
芝
。
諄
げ
は
、
ω
《
ヨ
①
の
こ
の
説
を
発
展
さ
せ
た
。
同
時
期
に
ア
ル
メ
ニ
ア
に
お
い
て
テ
ィ
リ
ダ
テ
ス
王
が
首
都
ア
ル
タ
ク
サ
タ
近
郊
の
ゴ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

ル
ネ
ア
エ
の
要
塞
を
修
復
し
て
い
る
。
ま
た
、
b
d
o
≦
2
ω
○
爵
が
、
一
九
三
〇
年
代
発
見
の
碑
文
を
再
調
釈
し
、
シ
リ
ア
総
督
大
ト
ラ
ヤ
ヌ
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

が
何
ら
か
の
「
勝
利
」
を
収
め
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
と
主
張
し
た
。
ゆ
O
q
。
≦
o
溝
げ
は
こ
れ
ら
を
考
慮
に
入
れ
た
上
で
、
属
州
カ
ッ
パ
ド
キ
ア

ー
ー
ガ
ラ
テ
ィ
ア
の
成
立
や
コ
ー
カ
サ
ス
地
方
で
の
軍
事
力
駐
屯
、
そ
し
て
コ
ン
マ
ゲ
ネ
併
合
と
い
っ
た
、
ロ
ー
マ
帝
国
の
ア
ル
メ
ニ
ア
包
囲
策

が
ウ
ォ
ロ
ガ
エ
ス
ス
王
に
脅
威
を
感
じ
さ
せ
、
そ
の
結
果
、
ウ
ォ
ロ
ガ
エ
ス
ス
王
は
ロ
ー
マ
に
対
し
て
実
力
行
使
に
出
た
も
の
の
、
大
ト
ラ
ヤ

ヌ
ス
に
よ
っ
て
阻
止
さ
れ
た
、
と
理
解
す
る
の
で
あ
る
。
彼
ら
の
主
張
は
ほ
ぼ
受
け
入
れ
ら
れ
、
ロ
ー
マ
と
パ
ル
テ
ィ
ア
の
対
立
の
証
拠
と
考
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⑳

え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
し
か
し
、
こ
の
出
来
事
が
ど
れ
ほ
ど
の
規
模
で
あ
っ
た
の
か
は
、
確
証
に
乏
し
い
。
ア
ウ
レ
リ
ウ
ス
・
ウ
ィ
ク
ト
ル
の
史
書
、
及
び
国
℃
一
－

8
臼
Φ
匹
Φ
○
器
器
践
ぴ
蕊
の
信
葱
性
は
一
般
に
き
わ
め
て
低
い
。
こ
の
事
件
に
つ
い
て
述
べ
た
一
文
の
直
後
で
も
、
属
州
ユ
ダ
ヤ
に
関
し
て
時

代
錯
誤
的
な
誤
謬
を
記
し
て
い
る
。
ま
た
、
先
に
引
用
し
た
部
分
の
テ
キ
ス
ト
を
「
戦
争
に
よ
っ
て
」
で
は
な
く
「
彼
に
よ
っ
て
」
と
校
訂
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

べ
き
と
い
う
意
見
も
あ
る
。
一
方
、
プ
リ
ニ
ウ
ス
は
ト
ラ
ヤ
ヌ
ス
帝
の
同
時
代
人
で
あ
り
、
作
品
の
信
葱
性
は
高
か
ろ
う
が
、
『
バ
ネ
ギ
ュ
リ

ク
ス
』
は
ト
ラ
ヤ
ヌ
ス
帝
礼
賛
の
演
説
で
あ
っ
て
、
帝
の
業
績
を
か
な
り
美
化
す
る
傾
向
が
あ
る
。
実
際
に
ト
ラ
ヤ
ヌ
ス
が
ど
れ
ほ
ど
の
「
勝

利
」
を
挙
げ
た
の
か
、
具
体
的
に
は
明
ら
か
で
な
い
。
し
か
も
、
プ
リ
ニ
ウ
ス
は
、
「
パ
ル
テ
ィ
ア
」
と
言
及
す
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
「
ウ
ォ
ロ

ガ
エ
ス
ス
」
と
は
何
ら
特
定
し
て
い
な
い
。
こ
の
事
件
を
b
d
O
ω
芝
9
匪
は
、
七
六
年
頃
と
す
る
。
し
か
し
、
最
近
の
編
年
に
よ
れ
ば
、
ウ
ォ
ロ

ガ
エ
ス
ス
王
の
統
治
は
七
六
／
七
七
年
頃
に
混
乱
し
、
七
八
年
に
は
パ
コ
ル
ス
出
世
、
ウ
ォ
ロ
ガ
エ
ス
ス
ニ
世
、
と
い
っ
た
王
が
並
び
立
つ
混

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

乱
期
に
な
っ
て
い
た
ら
し
い
。
従
っ
て
、
こ
の
時
期
の
パ
ル
テ
ィ
ア
が
、
ア
ル
メ
ニ
ア
戦
争
の
よ
う
に
ロ
ー
マ
と
正
面
衝
突
し
た
と
は
考
え
に

く
い
上
に
、
ウ
ォ
ロ
ガ
エ
ス
ス
一
世
か
二
世
な
の
か
確
か
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
ア
ラ
庶
人
の
脅
威
に
対
す
る
援
軍
要
請
を
拒
否
さ
れ
た
こ
と

で
ウ
ォ
ロ
ガ
エ
ス
ス
が
敵
意
を
抱
き
、
ロ
ー
マ
へ
攻
撃
を
か
け
た
、
と
す
る
見
解
も
あ
る
が
、
根
拠
の
な
い
推
測
で
あ
る
。
ア
ラ
ニ
人
の
脅
威

に
さ
ら
さ
れ
て
い
た
パ
ル
テ
ィ
ア
が
ロ
ー
マ
を
攻
撃
で
き
る
と
は
考
え
に
く
い
。
ア
ル
メ
ニ
ア
で
の
要
塞
建
設
も
、
ア
ラ
ニ
人
の
再
襲
撃
に
備

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

え
て
行
わ
れ
た
と
考
え
た
方
が
自
然
で
あ
る
。
デ
ィ
オ
や
ス
エ
ト
ニ
ウ
ス
の
歴
史
書
が
パ
ル
テ
ィ
ア
と
の
衝
突
に
全
く
言
及
し
て
い
な
い
の
も

不
思
議
で
あ
る
。
彼
ら
の
記
述
か
ら
は
、
ロ
ー
マ
と
パ
ル
テ
ィ
ア
の
関
係
は
、
あ
る
程
度
の
緊
張
は
は
ら
ん
で
い
て
も
、
じ
d
o
ω
≦
自
跨
が
雪
う

よ
う
な
激
し
い
対
立
を
読
み
取
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
加
え
て
、
七
六
年
頃
に
第
＝
ハ
フ
ラ
ウ
ィ
ア
軍
団
が
魚
蝋
シ
リ
ア
か
ら
カ
ッ
パ
ド
キ
ア

へ
移
動
し
て
い
る
。
そ
の
駐
屯
地
は
属
州
カ
ッ
パ
ド
キ
ア
北
東
の
サ
タ
ラ
で
あ
っ
た
。
こ
の
移
動
は
、
パ
ル
テ
ィ
ア
の
脅
威
を
（
そ
れ
が
あ
っ

た
と
し
て
）
最
も
受
け
や
す
い
シ
リ
ア
か
ら
軍
団
を
減
ら
す
こ
と
に
な
り
、
対
パ
ル
テ
ィ
ア
戦
略
の
観
点
か
ら
は
想
定
し
が
た
い
措
置
で
は
な

い
か
。
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確
か
に
、
切
。
≦
曾
ω
o
畠
に
よ
る
碑
文
の
再
解
釈
が
正
し
け
れ
ば
、
シ
リ
ア
総
督
大
ト
ラ
ヤ
ヌ
ス
が
パ
ル
テ
ィ
ア
に
対
し
て
「
勝
利
」
を
収

め
た
こ
と
、
つ
ま
り
、
パ
ル
テ
ィ
ア
と
ロ
ー
マ
と
の
間
に
何
ら
か
の
衝
突
が
あ
っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
両
国
の
関
係
が
、
治
世
前
半
ほ

ど
に
良
好
な
も
の
で
は
な
く
な
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
そ
の
原
因
を
、
ロ
ー
マ
の
対
外
拡
大
政
策
に
帰
す
こ
と
は
か
な
り
無
理

が
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ウ
エ
ス
パ
シ
ア
ヌ
ス
今
期
に
ロ
ー
マ
目
パ
ル
テ
ィ
ア
問
の
対
立
が
始
ま
っ
た
と
い
う
認
識
は
、
ト
ラ
ヤ
ヌ
ス

帝
の
パ
ル
テ
ィ
ア
戦
争
か
ら
見
た
結
果
論
で
は
な
か
ろ
う
か
。

ウェスパシアヌス帝の東方政策（桑山）

　
ウ
ェ
ス
パ
シ
ア
ヌ
ス
就
学
後
半
に
な
る
と
両
国
問
の
関
係
は
あ
る
程
度
冷
却
化
は
し
た
ら
し
い
が
、
ロ
ー
マ
U
パ
ル
テ
ィ
ア
関
係
は
、
コ
ン

マ
ゲ
ネ
併
合
な
ど
治
世
初
期
の
政
策
を
は
さ
ん
で
も
悪
化
し
な
か
っ
た
。
コ
ン
マ
ゲ
ネ
王
国
の
併
合
を
、
対
パ
ル
テ
ィ
ア
と
い
う
視
点
の
み
か

ら
理
解
し
よ
う
と
す
る
考
え
に
は
組
し
が
た
い
の
で
あ
る
。
東
方
辺
境
再
編
政
策
を
パ
ル
テ
ィ
ア
、
ア
ル
メ
ニ
ア
へ
の
軍
事
圧
迫
、
も
し
く
は

両
国
か
ら
の
防
衛
と
い
う
視
点
か
ら
解
釈
す
る
こ
と
に
は
大
き
な
問
題
が
あ
る
。
そ
れ
な
ら
ば
、
辺
境
再
編
は
い
か
な
る
意
図
の
下
で
行
わ
れ

た
の
か
。
そ
れ
を
理
解
す
る
上
で
鍵
と
な
る
の
は
、
属
州
カ
ッ
パ
ド
キ
ア
同
ガ
ラ
テ
ィ
ア
の
成
立
で
あ
る
。
こ
の
地
域
の
軍
事
化
が
、
ア
ル
メ

ニ
ア
へ
の
軍
事
圧
迫
の
直
接
の
証
拠
と
考
え
ら
れ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。

①
　
旨
。
多
多
¢
9
じ
づ
①
一
言
筥
冒
窪
田
。
β
ヨ
（
以
後
し
冒
㍉
と
略
す
ソ
メ
ト
⊃
一
〇
山
軽
Q
。
．

②
φ
芝
．
ゆ
。
藷
「
ω
。
。
ダ
。
量
的
．
も
レ
ω
σ
Φ
国
資
国
』
9
訂
睾
。
む
器
5
話
賃
①
・

　
ヨ
Φ
β
器
ω
霞
♂
甥
ヨ
Φ
ω
δ
ヨ
僻
一
口
魯
〉
自
8
薮
簿
2
ω
饗
冨
競
『
9
0
ρ
話
曾

　
審
癖
Φ
目
豆
H
ρ
韓
賞
①
N
一
㊤
○
。
O
も
層
』
鼻
Q
。
ゐ
q
9

③
回
。
。
器
p
o
や
鼻
．
も
』
ρ

④
六
六
年
に
テ
ィ
リ
ダ
テ
ス
王
は
ロ
ー
マ
に
赴
き
、
盛
大
な
歓
待
を
受
け
た
。

　
ω
o
Φ
δ
巳
郁
ρ
属
臼
P
一
ω
．

⑤
ω
器
8
艮
β
密
δ
b
メ
ト
。
…
頃
．
≦
四
§
貯
σ
q
8
戸
恥
§
§
瀞
畠
さ
ミ
い
。
巳
。
p

　
一
直
メ
箸
．
一
嵩
－
二
。
。
．
攻
守
同
盟
で
は
な
く
友
好
条
約
の
よ
う
な
も
の
で
あ

　
つ
た
ろ
う
。
O
｛
・
ゆ
．
O
僧
日
唱
び
①
芦
幻
O
営
Φ
四
ロ
鳥
℃
鋤
答
冨
P
壽
、
§
へ
警
ら
執
応
電
§

　
琳
ぎ
陶
§
N
§
ぎ
、
寒
a
晶
・
衷
9
勲
ρ
ω
げ
一
覧
畠
レ
⑩
O
ρ
ピ
。
践
。
翼
四
注
猪
①
≦

　
《
o
穿
も
’
卜
。
ω
ω
．

⑥
G
o
器
δ
三
餌
ρ
く
Φ
。
。
冨
ω
鑓
建
し
・
”
ρ
二
日
僻
。
ぎ
ω
－
藻
ミ
識
糞
野
㎝
ピ

⑦
証
。
ぎ
ω
り
§
ミ
欝
♪
㎝
ド

⑧
ぢ
ω
①
冨
零
落
8
メ
落
胆
。
。
9

⑨
｝
o
給
菩
蕊
》
b
ロ
8
メ
ト
。
お
’

⑩
曽
Φ
8
巳
β
∪
。
邑
蕾
屋
ω
”
ド

⑪
濁
《
虫
衆
§
偽
肉
§
§
ぎ
・
窓
算
缶
碧
く
胃
拝
お
り
。
。
も
■
。
。
G
。
．
も
、
第
三
ガ
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ッ
リ
カ
軍
団
が
フ
ラ
ウ
ィ
ウ
ス
朝
期
か
ら
駐
留
し
て
い
た
だ
ろ
う
が
、
何
の
具
体

　
的
証
拠
は
な
さ
そ
う
だ
、
と
す
る
。
ヒ
u
泌
ω
舞
P
o
や
。
登
や
G
。
り
・
も
そ
の
点
は
認

　
め
る
。
こ
の
時
代
の
軍
団
駐
屯
地
に
つ
い
て
詳
細
は
ピ
．
函
⑦
厳
親
ρ
ピ
Φ
α
q
δ
自
首

　
浮
①
睡
霧
〔
｛
H
o
日
〉
虐
α
q
房
ε
ω
叶
。
円
且
き
讐
§
恥
b
§
§
駄
§
肉
§
四
§
§
蹴

　
身
§
翫
ミ
穿
負
Φ
匹
．
国
津
Φ
Φ
目
翠
磐
山
O
．
囚
①
量
①
身
り
く
。
ピ
笛
▼
し
u
》
拶
卜
⊃
⑩
メ

　
一
り
。
。
①
も
や
お
O
ム
ト
⊃
野

⑫
じ
d
．
國
。
・
器
p
。
o
b
罫
サ
ω
。
。
．

⑬
属
州
カ
ッ
パ
ド
キ
ア
に
お
け
る
軍
団
駐
留
に
つ
い
て
は
、
第
二
章
参
照
。

⑭
証
。
冒
ρ
〉
雪
幕
ω
b
愚
。
。
一
昼
§
⑦
榊
。
葛
b
ρ
題
げ
①
白
鴎
。
昌
昌
9
r
や
ト
。
N
鼻
．

⑮
冒
ω
9
訂
ρ
ヒ
ロ
S
μ
S
O
ム
①
〇
一
調
。
冒
9
勢
ミ
貯
騨
卜
。
b
9

⑯
窪
§
恥
9
暮
爵
撃
ミ
墜
駄
守
§
讐
く
。
H
甲
山
○
§
げ
邑
σ
q
①
誇
り
。
。
ω
ら
．

　
Q
Q
①
9

⑰
即
ど
幕
“
寄
ミ
δ
O
改
。
『
仙
L
Φ
O
c
。
も
・
し
。
O
｛
葛
。
署
。
尋
る
O
．
。
F
や
刈
録

⑱
》
母
①
甘
ω
≦
。
8
斜
b
鴨
9
§
、
ま
登
⑩
」
ρ
轡
§
ミ
譜
9
§
識
守
δ
り
山
b
。
■

⑲
艶
駿
β
き
薗
軽
識
§
揮
ピ
プ
リ
ニ
ウ
ス
の
こ
の
記
事
は
、
大
ト
ラ
ヤ
ヌ

　
ス
が
凱
旋
将
軍
顕
彰
を
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
結
び
つ
け
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。

⑳
ω
彰
ρ
昼
。
。
ω
⑤

⑳
ρ
甲
ゆ
。
蓄
閉
。
。
r
。
や
。
諦
．
も
お
。
。
．

⑫
　
も
っ
と
も
、
じ
U
o
芝
Φ
お
。
穿
の
碑
文
再
解
釈
は
確
定
的
と
は
考
え
ら
れ
て
い
な

　
い
Q
国
・
∪
餌
げ
円
。
零
P
ピ
。
ω
鑓
O
唱
。
昌
ω
Φ
p
叶
「
①
幻
。
日
Φ
簿
ぽ
ω
℃
錯
乱
①
。
。
ω
o
信
ω

　
＜
Φ
巷
器
｛
①
詳
a
ミ
斜
α
Q
。
甲
一
り
Q
◎
鮒
唱
唱
・
b
σ
8
幽
O
藤
■

⑱
即
U
鼻
鉱
α
Q
器
（
ε
》
〉
饗
①
謹
ω
≦
。
§
”
戴
く
掃
画
Φ
ω
。
Φ
ω
m
細
評
注
し
⑩
δ
甲

　
唱
．
8
．

⑳
§
偽
9
惹
暑
ミ
§
謎
駄
老
身
く
。
ピ
ω
－
ザ
6
。
。
ω
も
や
¢
り
倶
卜
。
り
㎝
．
古
い

　
編
年
で
も
、
七
八
年
に
は
ウ
ォ
ロ
ガ
エ
ス
ス
と
パ
コ
ル
ス
ニ
世
が
並
立
。

⑳
↓
．
b
ご
．
筈
蕉
。
昼
9
題
践
。
。
一
p
も
．
ご
⑩
G
。
．
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第
二
章
　
属
捌
カ
ッ
パ
ざ
キ
ア
賑
か
ラ
テ
ィ
ア
の
成
立
と
東
方
辺
境
再
編

第
一
節
研
　
　
究
　
　
史

　
属
虚
心
ッ
パ
ド
キ
ア
目
ガ
ラ
テ
ィ
ア
の
設
立
は
、
ウ
ェ
ス
パ
シ
ア
ヌ
ス
帝
期
に
帝
国
諸
三
州
が
受
け
た
変
化
の
う
ち
で
、
最
大
級
の
も
の
で

あ
っ
た
。
離
州
カ
ッ
パ
ド
キ
ア
と
野
州
ガ
ラ
テ
ィ
ア
が
合
併
さ
れ
、
属
国
小
ア
ル
メ
ニ
ア
が
加
え
ら
れ
、
二
個
軍
団
が
駐
留
し
、
総
督
に
は
騎

士
身
分
の
プ
ロ
ク
ラ
ト
ル
に
代
わ
っ
て
コ
ン
ス
ル
格
の
元
老
院
議
員
が
任
命
さ
れ
た
。
小
ア
ジ
ア
東
部
か
ら
中
部
に
わ
た
る
大
福
州
が
誕
生
し

た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
大
心
慮
の
成
立
に
つ
い
て
の
史
料
は
乏
し
く
、
そ
の
設
置
の
詳
細
に
つ
い
て
も
議
論
が
多
い
。

　
こ
の
属
島
の
成
立
に
つ
い
て
語
る
文
献
は
、
ス
エ
ト
ニ
ウ
ス
の
『
ロ
ー
マ
皇
帝
伝
』
の
み
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
ウ
ェ
ス
パ
シ
ア
ヌ
ス
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①

帝
は
、
「
蛮
族
の
恒
常
的
な
攻
撃
に
対
し
て
」
複
数
の
軍
団
を
駐
留
さ
せ
、
コ
ン
ス
ル
格
元
老
院
議
員
を
総
督
と
し
た
。
ロ
ー
マ
帝
国
支
配
下

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

の
小
ア
ジ
ア
に
つ
い
て
論
じ
た
窯
謎
δ
は
、
こ
れ
が
ア
ラ
ニ
人
対
策
と
し
て
行
わ
れ
た
と
み
な
す
。
コ
ー
カ
サ
ス
地
方
北
方
の
遊
牧
民
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

る
ア
ラ
ニ
人
は
、
紀
元
七
二
年
～
七
五
年
に
か
け
て
南
下
し
、
ア
ル
メ
ニ
ア
、
パ
ル
テ
ィ
ア
に
大
打
撃
を
与
え
た
。
こ
の
ア
ラ
浮
人
こ
そ
が
、

ス
エ
ト
ニ
ウ
ス
が
言
う
と
こ
ろ
の
「
蛮
族
」
な
の
だ
と
鼠
ゆ
σ
q
δ
は
考
え
た
。
こ
れ
に
対
し
て
¢
d
O
ω
≦
o
目
跨
は
、
「
蛮
族
」
と
は
ア
ラ
馬
齢
を
指

　
　
　
　
　
　
　
④

さ
な
い
と
主
張
し
た
。
彼
は
、
ア
ラ
ニ
人
の
侵
攻
は
カ
ス
ピ
海
西
岸
と
南
岸
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
ロ
ー
マ
に
と
っ
て
は
対
岸
の
火
事

に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
こ
れ
に
対
す
る
備
え
と
は
言
い
難
い
。
「
蛮
族
」
と
は
、
黒
海
南
東
岸
の
ポ
ン
ト
ゥ
ス
地
方
東
部
の
原
住

民
を
指
す
、
と
い
う
。
ポ
ン
ト
ゥ
ス
地
方
の
西
部
は
早
く
か
ら
属
州
ビ
テ
ユ
ニ
ア
縄
ポ
ン
ト
ゥ
ス
の
一
部
を
形
成
し
て
い
た
｝
方
で
、
東
部

（
ポ
ン
ト
ゥ
ス
・
ポ
レ
モ
ニ
ア
ク
ス
）
に
は
ロ
ー
マ
の
属
国
で
あ
る
ポ
ン
ト
ゥ
ス
王
国
が
存
在
し
た
。
こ
の
王
国
も
六
四
年
に
は
ネ
ロ
帝
に
よ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

ロ
ー
マ
に
併
合
さ
れ
た
が
、
六
九
年
に
は
ロ
ー
マ
の
内
乱
に
乗
じ
て
、
こ
の
地
で
ポ
ン
ト
ゥ
ス
王
の
解
放
奴
隷
を
名
乗
る
ア
ニ
ケ
ト
ゥ
ス
な
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

人
物
が
反
乱
を
起
こ
し
、
ト
ラ
ペ
ズ
ス
を
襲
撃
す
る
な
ど
し
た
。
そ
こ
で
、
ウ
ェ
ス
パ
シ
ア
ヌ
ス
は
軍
を
派
遣
し
て
こ
れ
を
鎮
圧
し
た
。

じd

W
≦
o
淫
げ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
地
が
七
〇
年
初
頭
に
は
未
だ
不
穏
で
あ
っ
た
の
で
、
ウ
ェ
ス
パ
シ
ア
ヌ
ス
帝
は
小
ア
ル
メ
ニ
ア
の
併
合
と
二
個

軍
団
駐
屯
を
も
っ
て
こ
の
地
の
秩
序
維
持
を
図
っ
た
の
で
あ
る
が
、
帝
の
目
的
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
時
、
ロ
ー
マ
帝
国
は
駿
州

カ
ッ
パ
ド
キ
ア
ロ
ガ
ラ
テ
ィ
ア
の
軍
事
化
を
足
が
か
り
に
、
北
東
の
コ
ー
カ
サ
ス
地
方
へ
も
軍
団
を
送
り
込
ん
で
半
ば
占
領
状
態
に
置
き
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

の
結
果
、
ア
ル
メ
ニ
ア
と
パ
ル
テ
ィ
ア
へ
の
包
囲
網
を
造
る
こ
と
に
成
功
し
た
と
い
う
（
地
図
参
照
）
。
つ
ま
り
、
ウ
ェ
ス
パ
シ
ア
ヌ
ス
帝
は
、

対
ア
ル
メ
ニ
ア
、
パ
ル
テ
ィ
ア
と
い
う
長
期
的
な
戦
略
を
も
っ
て
、
属
州
カ
ッ
パ
ド
キ
ァ
ロ
ガ
ラ
テ
ィ
ア
の
軍
事
化
と
コ
ー
カ
サ
ス
地
方
へ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧
ノ
．

伸
長
を
行
っ
た
と
す
る
の
で
あ
る
。
切
。
ω
≦
○
誘
げ
説
は
大
筋
で
は
多
く
の
研
究
者
に
支
持
さ
れ
た
。
例
え
ば
、
H
ω
鎚
。
は
、
コ
ー
カ
サ
ス
地
方

へ
の
軍
団
駐
留
は
否
定
し
た
が
、
基
本
的
に
は
ゆ
○
。
。
≦
興
ひ
説
を
認
め
、
属
州
カ
ッ
パ
ド
キ
ア
目
ガ
ラ
テ
ィ
ア
の
軍
事
化
は
、
コ
ン
マ
ゲ
ネ
併

合
と
共
に
、
ア
ル
メ
ニ
ア
、
パ
ル
テ
ィ
ア
へ
の
領
土
拡
大
を
念
頭
に
お
い
た
も
の
だ
と
し
た
。
彼
は
、
ト
ラ
ヤ
ヌ
ス
帝
の
パ
ル
テ
ィ
ア
戦
争
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

お
け
る
前
線
基
地
が
属
仰
天
ッ
パ
ド
キ
ア
日
ガ
ラ
テ
ィ
ア
の
サ
タ
ラ
、
メ
リ
テ
ネ
で
あ
っ
た
こ
と
を
特
に
指
摘
し
た
。
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こ
の
よ
う
に
、
近
年
、
属
州
カ
ッ
パ
ド
キ
ア
聾
ガ
ラ
テ
ィ
ア
の
軍
事
化
は
、
ア
ラ
二
人
に
対
す
る
防
衛
で
は
な
く
、
ア
ル
メ
ニ
ア
、
パ
ル
テ

ィ
ア
か
ら
の
防
衛
、
も
し
く
は
そ
れ
ら
へ
の
侵
略
を
念
頭
に
お
い
た
も
の
だ
と
す
る
見
解
が
支
配
的
と
な
っ
て
き
た
。
こ
の
細
塵
の
設
立
は
、

コ
ン
マ
ゲ
ネ
併
合
と
並
ん
で
、
ウ
ェ
ス
パ
シ
ア
ヌ
ス
帝
の
東
方
へ
の
軍
事
力
展
開
策
の
中
核
と
考
え
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
前
章

で
見
た
よ
う
に
、
パ
ル
テ
ィ
ア
ほ
ロ
ー
マ
関
係
は
治
世
前
半
に
は
良
好
で
あ
っ
た
。
岡
じ
治
世
前
半
に
お
け
る
属
州
カ
ッ
パ
ド
キ
ア
匪
ガ
ラ
テ

ィ
ア
成
立
を
ア
ル
メ
ニ
ア
対
策
と
い
う
側
面
か
ら
だ
け
で
理
解
す
る
こ
と
は
到
底
で
き
な
い
。
従
っ
て
、
本
章
で
は
属
士
幌
ッ
パ
ド
キ
ア
ー
ー
ガ

ラ
テ
ィ
ア
の
成
立
過
程
を
検
討
し
、
こ
の
大
属
州
設
立
の
実
相
を
明
ら
か
に
す
る
。

第
一
一
節
　
小
ア
ル
メ
一
一
ア
併
合
と
属
弼
カ
ッ
パ
ド
キ
ア
匪
ガ
ラ
テ
ィ
ア
成
立

　
属
宴
座
ッ
パ
ド
キ
ア
ー
ー
ガ
ラ
テ
ィ
ア
と
い
う
複
合
忍
受
の
成
立
と
軍
事
化
は
、
ウ
ェ
ス
パ
シ
ア
ヌ
ス
帝
国
の
き
わ
め
て
早
く
に
完
成
さ
れ
た

　
　
　
　
　
　
　
⑩

と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
と
い
う
の
も
、
七
～
年
に
属
州
カ
ッ
パ
ド
キ
ア
の
菓
南
端
、
メ
リ
テ
ネ
に
第
一
ニ
フ
ル
ミ
ナ
タ
軍
団
が
派
遣
さ
れ
、
七

二
年
に
は
こ
の
属
州
の
北
東
辺
の
属
国
小
ア
ル
メ
ニ
ア
が
併
合
さ
れ
た
の
で
、
こ
の
～
連
の
動
き
と
同
時
期
に
、
属
州
カ
ッ
パ
ド
キ
ア
ー
ー
ガ
ラ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

テ
ィ
ア
が
完
全
に
成
立
し
た
と
推
測
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
だ
が
、
こ
の
属
州
成
立
に
関
す
る
史
料
の
不
足
も
あ
っ
て
、
具
体
的
な
状
況
は
な
か
な
か
分
か
ら
な
か
っ
た
。
総
督
が
、
い
つ
騎
士
身
分
プ

ロ
ク
ラ
ト
ル
か
ら
コ
ン
ス
ル
格
元
老
院
議
員
に
置
き
換
え
ら
れ
た
の
か
判
然
と
し
な
い
。
史
料
か
ら
分
か
る
最
初
の
コ
ン
ス
ル
格
総
督
㎝
・
ポ

ン
ペ
イ
ウ
ス
・
コ
ッ
レ
ガ
の
総
督
在
職
年
が
七
六
年
頃
で
、
そ
れ
以
前
の
総
督
の
身
分
が
ま
っ
た
く
わ
か
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ω
団
ヨ
Φ
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

コ
ン
ス
ル
格
総
督
へ
の
置
換
は
も
っ
と
以
前
に
行
わ
れ
、
お
そ
ら
く
最
初
の
総
督
は
大
ト
ラ
ヤ
ヌ
ス
で
あ
っ
た
ろ
う
と
推
測
し
た
。
し
か
し
、

そ
れ
も
根
拠
に
乏
し
い
。

　
も
っ
と
も
、
温
州
カ
ッ
パ
ド
キ
ア
と
属
州
ガ
ラ
テ
ィ
ア
の
合
併
は
、
ウ
ェ
ス
パ
シ
ア
ヌ
ス
治
世
初
頭
と
思
わ
れ
る
。
騎
士
身
分
プ
ロ
ク
ラ
ト

ル
が
軍
団
を
指
揮
す
る
こ
と
は
こ
の
時
代
に
は
通
例
あ
り
え
な
い
こ
と
な
の
で
、
属
州
総
督
に
元
老
院
議
員
が
登
用
さ
れ
た
の
は
明
ら
か
に
最

84 （862）
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初
の
軍
団
が
派
遣
さ
れ
た
七
一
年
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
時
、
カ
ッ
パ
ド
キ
ア
と
ガ
ラ
テ
ィ
ア
が
分
離
し
て
い
た
可
能
性
は
あ
る
が
、
ガ
ラ
テ

ィ
ア
は
六
九
年
ま
で
パ
ン
フ
ユ
リ
ア
と
合
併
さ
れ
て
い
た
。
七
〇
年
に
パ
ン
フ
ユ
リ
ア
が
ガ
ラ
テ
ィ
ア
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
リ
ュ
キ
ア
と
合
併

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

さ
れ
た
時
に
、
ガ
ラ
テ
ィ
ア
も
カ
ッ
パ
ド
キ
ア
と
合
併
さ
れ
た
可
能
性
が
高
く
、
両
蘇
州
の
合
併
は
治
世
初
期
と
み
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

　
さ
て
、
二
個
目
の
正
規
軍
団
で
あ
る
第
＝
ハ
フ
ラ
ウ
ィ
ア
軍
団
は
、
い
っ
こ
の
地
に
派
遣
さ
れ
た
の
か
。
こ
の
軍
団
は
小
ア
ル
メ
ニ
ア
の
サ

タ
ラ
に
駐
屯
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
七
二
年
の
小
ア
ル
メ
ニ
ア
併
合
の
直
後
と
い
う
ご
く
早
い
時
期
に
サ
タ
ラ
に
第
＝
ハ
フ
ラ
ウ
ィ
ア
軍
団

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

が
派
遣
さ
れ
て
、
一
　
個
軍
団
が
こ
の
属
州
に
駐
留
、
ユ
ー
フ
ラ
テ
ス
川
に
沿
っ
て
リ
メ
ス
が
構
築
さ
れ
た
、
と
推
測
さ
れ
て
き
た
。
こ
れ
は
、

属
州
カ
ッ
パ
ド
キ
ア
陛
ガ
ラ
テ
ィ
ア
の
設
立
、
小
ア
ル
メ
ニ
ア
併
合
の
目
的
が
、
国
境
防
衛
体
制
の
確
立
か
、
も
し
く
は
、
ア
ル
メ
ニ
ア
王
国

併
合
、
と
い
う
軍
事
的
目
的
に
あ
っ
た
、
と
い
う
考
え
を
前
提
に
し
て
の
類
推
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

　
と
こ
ろ
が
、
一
九
八
三
年
に
公
に
さ
れ
た
碑
文
が
、
新
た
な
事
実
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
の
碑
文
に
よ
れ
ば
、
七
五
年
に
は
属
州
シ
リ
ア
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

四
個
軍
衝
が
駐
屯
し
て
い
た
ら
し
く
、
そ
の
う
ち
の
一
つ
が
第
一
六
フ
ラ
ウ
ィ
ア
軍
団
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
ウ
ェ
ス
パ
シ
ア
ヌ
ス

治
世
前
半
七
五
年
ま
で
は
志
州
カ
ッ
パ
ド
キ
ア
H
ガ
ラ
テ
ィ
ア
に
一
個
軍
団
し
か
置
か
れ
ず
、
治
世
半
ば
、
お
そ
ら
く
七
五
年
末
か
ら
七
六
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

頃
に
か
け
て
新
た
に
属
州
シ
リ
ア
か
ら
二
個
目
の
軍
団
が
移
動
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
こ
の
結
果
、
属
州
カ
ッ
パ
ド
キ
ア
陪
ガ
ラ
テ
ィ
ア
の
成
立
に
つ
い
て
の
従
来
の
推
測
は
大
き
な
変
更
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
二
個
軍
団
駐
屯

は
治
世
初
期
に
同
時
に
行
わ
れ
た
の
で
は
な
く
、
少
な
く
と
も
七
五
年
ま
で
サ
タ
ラ
に
は
軍
団
が
駐
屯
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
最
初
の

軍
団
駐
留
と
二
個
目
の
そ
れ
が
同
じ
政
策
的
意
図
の
下
で
行
わ
れ
た
、
と
考
え
る
必
要
は
な
く
な
っ
た
。
さ
ら
に
注
目
す
べ
き
は
、
小
ア
ル
メ

ニ
ア
の
併
合
が
軍
団
駐
留
を
伴
わ
な
か
っ
た
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
地
の
併
合
が
ア
ル
メ
ニ
ア
王
国
へ
の
軍
事
圧
力
も
し
く

は
そ
れ
に
対
す
る
防
衛
を
目
的
と
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
先
行
研
究
で
は
、
こ
の
碑
文
発
見
後
も
な

お
、
軍
団
駐
留
の
時
期
が
変
化
し
た
と
す
る
に
と
ど
ま
り
、
本
来
の
意
義
を
理
解
す
る
に
至
っ
て
い
な
い
。

　
小
ア
ル
メ
ニ
ア
は
、
ロ
ー
マ
帝
国
外
に
あ
り
な
が
ら
ロ
ー
マ
の
宗
主
権
を
認
め
る
と
い
う
属
国
で
は
な
か
っ
た
。
コ
ン
マ
ゲ
ネ
王
国
と
似
た
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よ
う
な
境
遇
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
小
ア
ル
メ
ニ
ア
は
、
最
初
、
お
そ
ら
く
テ
ィ
ベ
リ
ウ
ス
帝
の
時
ロ
ー
マ
に
併
合
さ
れ
て
甲
州
カ
ッ
パ
ド
キ

　
　
　
　
　
　
　
⑲

ア
に
組
み
込
ま
れ
た
。
そ
の
後
、
次
の
ガ
イ
ウ
ス
帝
の
時
に
ポ
ン
ト
ゥ
ス
王
ポ
レ
モ
の
兄
弟
コ
テ
ユ
ス
に
こ
の
地
は
与
え
ら
れ
た
。
彼
の
支
配

は
ネ
ロ
早
期
ま
で
続
い
た
ら
し
い
。
と
こ
ろ
が
、
ネ
ロ
帝
は
、
五
四
年
、
ア
ル
メ
ニ
ア
戦
争
の
準
備
と
し
て
、
ア
リ
ス
ト
プ
ロ
ス
な
る
人
物
に

　
　
　
　
　
　
　
⑳

こ
の
属
国
を
与
え
た
。

　
こ
の
よ
う
に
、
こ
の
国
の
領
土
は
、
一
旦
属
州
カ
ッ
パ
ド
キ
ア
に
組
込
ま
れ
た
領
域
で
あ
り
、
王
国
復
活
後
も
皇
帝
の
一
存
で
支
配
者
が
す

げ
替
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
七
二
年
目
小
ア
ル
メ
ニ
ア
併
合
は
、
コ
ン
マ
ゲ
ネ
の
場
合
と
岡
じ
か
そ
れ
以
上
に
、
ウ
ェ
ス
パ
シ
ア
ヌ
ス
帝
に
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

っ
て
国
内
問
題
で
あ
っ
た
。
実
際
、
小
ア
ル
メ
ニ
ア
併
合
は
貨
幣
史
料
か
ら
判
明
す
る
だ
け
で
あ
る
。
コ
ン
マ
ゲ
ネ
併
合
で
は
軍
団
が
派
遣
さ

れ
、
ス
エ
ト
ニ
ウ
ス
、
子
下
フ
ス
が
伝
え
る
一
方
、
小
ア
ル
メ
ニ
ア
に
つ
い
て
の
文
献
史
料
の
沈
黙
か
ら
考
え
る
と
、
小
ア
ル
メ
ニ
ア
併
合
は

軍
団
の
派
遣
な
く
し
て
行
わ
れ
た
可
能
性
も
あ
る
。

　
で
は
、
小
ア
ル
メ
ニ
ア
併
合
に
は
い
か
な
る
意
義
が
あ
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
、
小
ア
ル
メ
ニ
ア
の
サ
タ
ラ
の
重
要
性
に
つ
き
る
。
こ
こ
は
、

ア
ル
メ
ニ
ア
か
ら
小
ア
ジ
ア
へ
至
る
ル
ー
ト
上
に
あ
っ
た
だ
け
で
は
な
く
、
黒
海
南
東
岸
の
ト
ラ
ペ
ズ
ス
と
小
ア
ジ
ア
内
陸
や
シ
リ
ア
と
を
結

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

ぶ
、
交
通
の
要
所
で
あ
っ
た
。
こ
の
地
を
お
さ
え
る
こ
と
は
、
ロ
ー
マ
に
経
済
的
に
大
き
な
利
益
を
も
た
ら
し
た
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、

第
一
に
、
パ
ル
テ
ィ
ア
か
ら
ア
ル
メ
ニ
ア
経
由
で
小
ア
ジ
ア
、
シ
リ
ア
に
至
る
交
易
が
サ
タ
ラ
を
中
継
地
と
し
て
お
り
、
第
二
に
、
北
イ
ン
ド

か
ら
ロ
ー
マ
に
至
る
交
易
ル
ー
ト
の
う
ち
、
北
方
ル
ー
ト
が
、
バ
ク
ト
リ
ア
地
方
か
ら
ア
ム
川
流
域
、
カ
ス
ピ
海
を
経
て
コ
ー
カ
サ
ス
地
方
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

そ
し
て
黒
海
へ
至
る
と
い
う
も
の
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
古
代
の
著
作
に
記
さ
れ
た
こ
の
北
方
ル
ー
ト
は
、
正
確
さ
を
欠
い
て
い
る
こ
と
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

じd

ﾞ
書
餌
な
ど
が
そ
の
存
在
を
疑
い
、
議
論
は
あ
る
。
し
か
し
、
古
代
の
著
述
家
が
コ
ー
カ
サ
ス
地
方
を
介
し
た
交
易
に
言
及
し
て
い
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

は
動
か
せ
な
い
。
コ
ー
カ
サ
ス
地
方
自
体
肥
沃
で
物
資
に
富
ん
だ
地
域
で
あ
っ
た
。
古
代
人
が
記
す
の
と
全
く
同
じ
ル
ー
ト
で
は
な
い
に
せ
よ
、

コ
ー
カ
サ
ス
地
方
が
関
与
し
た
交
易
の
流
れ
が
あ
っ
た
の
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
ポ
ン
ト
ゥ
ス
王
国
の
併
合
に
よ
り
コ
ー
カ
サ
ス
地
方

南
西
辺
へ
ま
で
ロ
ー
マ
は
伸
長
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
小
ア
ル
メ
ニ
ア
併
合
が
通
商
路
の
掌
握
に
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
治
世
初
期
の
軍
団
駐
留
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⑳

な
き
併
合
も
十
分
に
納
得
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
な
ら
ば
、
最
初
の
軍
団
駐
留
の
意
図
は
何
処
に
あ
っ
た
の
か
。
最
初
の
軍
団
第
一
ニ
フ
ル
ミ
ナ
タ
軍
団
が
メ
リ
テ
ネ
に
駐
屯
し
た
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

を
伝
え
る
の
は
、
ヨ
セ
フ
ス
で
あ
る
。
こ
の
軍
団
は
、
も
と
も
と
参
州
シ
リ
ア
に
駐
屯
し
て
お
り
、
ネ
ロ
帝
期
宋
か
ら
ウ
ェ
ス
パ
シ
ア
ヌ
ス
帝

期
初
頭
に
か
け
て
の
ユ
ダ
ヤ
戦
争
に
加
わ
っ
て
い
た
。
七
〇
年
盛
に
エ
ル
サ
レ
ム
が
陥
落
し
て
ユ
ダ
ヤ
戦
争
が
ほ
ぼ
終
結
す
る
と
、
ロ
ー
マ
側

の
総
司
令
官
で
あ
っ
た
ウ
ェ
ス
パ
シ
ア
ヌ
ス
帝
の
長
男
テ
ィ
ト
ゥ
ス
は
、
こ
の
軍
団
を
シ
リ
ア
に
戻
さ
ず
、
メ
リ
テ
ネ
へ
派
遣
し
た
の
で
あ
る
。

ヨ
セ
フ
ス
に
よ
れ
ば
、
ユ
ダ
ヤ
戦
争
初
期
に
敗
北
を
喫
し
た
こ
と
へ
の
懲
罰
的
意
味
あ
い
か
ら
、
こ
の
軍
団
は
メ
リ
テ
ネ
へ
い
わ
ば
左
遷
さ
れ

た
。
派
遣
の
理
由
と
し
て
軍
事
目
的
を
ヨ
セ
フ
ス
の
記
述
か
ら
読
み
取
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
ヨ
セ
フ
ス
の
言
を
完
全
に
信
用
し
て
良
い
か
ど
う
か
は
も
ち
ろ
ん
問
題
が
あ
る
。
し
か
し
、
一
理
は
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
メ
リ
テ
ネ
は
カ

ッ
パ
ド
キ
ア
に
属
す
る
と
は
い
え
南
東
端
で
あ
り
、
集
塵
シ
リ
ア
に
近
い
。
六
九
年
ま
で
は
平
時
に
は
シ
リ
ア
駐
留
の
軍
団
の
み
が
東
方
に
い

た
こ
と
を
考
え
る
と
、
第
一
ニ
フ
ル
ミ
ナ
タ
軍
団
の
メ
リ
テ
ネ
派
遣
は
、
従
来
の
ロ
ー
マ
の
軍
事
政
策
と
そ
れ
ほ
ど
異
な
っ
た
性
格
を
持
っ
て

い
た
と
は
思
え
な
い
。
し
か
も
、
七
〇
年
は
、
内
乱
終
結
後
｝
年
未
満
と
い
う
治
世
ご
く
初
期
で
、
ウ
ェ
ス
パ
シ
ア
ヌ
ス
自
身
首
都
ロ
ー
マ
へ

帰
還
し
て
間
も
な
い
頃
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
ゲ
ル
マ
ニ
ア
で
も
キ
ウ
ィ
リ
ス
の
反
乱
が
終
結
し
た
直
後
で
あ
っ
た
。
国
内
情
勢
は
未
だ
混
沌
と

し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
軍
団
派
遣
が
、
果
た
し
て
ア
ル
メ
ニ
ア
王
国
の
併
合
を
念
頭
に
お
い
た
対
外
政
策
か
ら
行
わ
れ
た
の
か
は
疑
問
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

う
ほ
か
な
い
。
さ
ら
に
、
ウ
ェ
ス
パ
シ
ア
ヌ
ス
帝
が
軍
紀
引
き
締
め
に
か
な
り
気
を
配
っ
て
い
た
こ
と
を
ス
エ
ト
ニ
ウ
ス
は
伝
え
る
。
と
す
れ

ば
、
メ
リ
テ
ネ
派
遣
も
、
こ
の
よ
う
な
軍
団
統
轄
策
の
｝
環
だ
っ
た
可
能
性
は
高
い
。

　
も
と
よ
り
、
パ
ル
テ
ィ
ア
、
ア
ル
メ
ニ
ア
対
策
と
い
う
対
外
軍
事
的
側
面
が
皆
無
だ
っ
た
と
は
い
え
な
い
。
だ
が
、
先
行
研
究
が
主
張
す
る

よ
う
な
、
ア
ル
メ
ニ
ア
併
合
を
念
頭
に
置
い
て
、
治
世
初
期
に
属
州
カ
ッ
パ
ド
キ
ア
ー
ー
ガ
ラ
テ
ィ
ア
の
軍
事
化
を
す
す
め
た
と
い
う
説
は
、
二

個
軍
団
の
同
時
派
遣
が
否
定
さ
れ
た
以
上
、
説
得
力
に
乏
し
い
の
で
は
な
い
か
。
し
か
も
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
ロ
ー
マ
は
こ
の
時
パ
ル
テ
ィ

ア
と
良
好
な
関
係
に
あ
り
、
特
に
、
第
一
ニ
フ
ル
ミ
ナ
タ
軍
団
を
メ
リ
テ
ネ
へ
派
遣
し
て
間
も
な
い
頃
に
、
パ
ル
テ
ィ
ア
王
が
友
好
の
使
節
を

87 （865）



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

ゼ
ウ
グ
マ
へ
派
遣
し
、
テ
ィ
ト
ゥ
ス
に
金
の
冠
を
送
っ
て
い
る
。
ロ
ー
マ
の
メ
リ
テ
ネ
へ
の
軍
団
派
遣
に
パ
ル
テ
ィ
ア
が
脅
威
を
抱
い
て
い
な

い
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
第
～
ニ
フ
ル
ミ
ナ
タ
軍
団
の
駐
屯
を
も
っ
て
、
以
前
の
時
代
か
ら
と
は
異
な
る
パ
ル
テ
ィ
ア
対
策
の
始
ま
り
と
主
張

す
る
に
は
無
理
が
あ
る
。

　
そ
れ
よ
り
も
重
要
と
思
わ
れ
る
の
は
、
こ
の
時
期
に
豪
州
カ
ッ
パ
ド
キ
ア
と
ガ
ラ
テ
ィ
ア
の
合
併
が
行
わ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
黒
海
南
東
岸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

に
あ
っ
た
ポ
ン
ト
ゥ
ス
王
国
が
六
四
年
に
ネ
ロ
帝
に
よ
り
併
合
さ
れ
た
時
、
こ
の
王
国
が
組
み
込
ま
れ
た
の
は
雲
州
ガ
ラ
テ
ィ
ア
へ
で
あ
っ
た
。

六
九
年
の
ア
ニ
ケ
ト
ゥ
ス
の
反
乱
の
よ
う
な
、
ロ
ー
マ
の
支
配
に
対
す
る
抵
抗
姿
勢
が
、
七
〇
年
に
な
っ
て
変
化
し
た
と
は
考
え
に
く
い
。
カ

ッ
パ
ド
キ
ア
と
ガ
ラ
テ
ィ
ア
の
合
併
は
こ
の
問
題
の
解
決
に
役
立
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
一
人
の
総
督
が
両
方
を
統
轄
し
た
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

か
ら
、
メ
リ
テ
ネ
の
第
＝
　
フ
ル
ミ
ナ
タ
軍
団
を
、
ガ
ラ
テ
ィ
ア
の
治
安
維
持
に
容
易
に
振
り
向
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
メ

リ
テ
ネ
か
ら
黒
海
南
東
岸
ま
で
隔
た
り
は
あ
る
。
だ
が
、
ア
ニ
ケ
ト
ゥ
ス
の
反
乱
は
一
応
終
結
し
、
緊
急
に
対
応
す
る
必
要
は
な
か
っ
た
わ
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

で
あ
り
、
メ
リ
テ
ネ
へ
の
駐
屯
は
、
従
来
の
国
境
政
策
を
大
幅
に
変
更
す
る
こ
と
な
く
黒
海
南
東
岸
の
秩
序
維
持
を
図
る
に
は
十
分
だ
っ
た
。

最
初
の
軍
団
派
遣
に
は
こ
の
よ
う
な
背
景
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
七
五
年
ま
で
の
属
州
カ
ッ
パ
ド
キ
ア
ロ
ガ
ラ
テ
ィ
ア
の
成
立
を
め
ぐ
る
状
況
は
、
対
外
関
係
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
こ
の
大
属
州
内
の
北
東
情

勢
に
対
応
し
た
も
の
で
あ
っ
た
、
と
い
え
る
。
ア
ル
メ
ニ
ア
対
策
と
し
て
の
属
州
カ
ッ
パ
ド
キ
ア
洞
ガ
ラ
テ
ィ
ア
の
「
軍
事
化
」
と
い
う
、
先

行
研
究
が
こ
ぞ
っ
て
主
張
し
た
よ
う
な
状
況
は
、
少
な
く
と
も
治
世
前
半
に
は
あ
り
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
な
ら
ば
、
七
六
年
頃
の
二
番
目

の
軍
団
派
遣
に
つ
い
て
は
ど
う
か
。
節
を
改
め
て
検
討
す
る
。

88 （866）

第
三
節
　
第
㎜
六
フ
ラ
ウ
ィ
ア
軍
団
派
遣
の
意
義
－
七
六
年
以
降
の
属
玉
織
ッ
パ
ド
キ
ア
ー
ー
ガ
ラ
テ
ィ
ア

　
第
＝
ハ
フ
ラ
ウ
ィ
ア
軍
団
の
サ
タ
ラ
駐
屯
は
、
七
六
年
頃
と
い
う
時
期
を
考
慮
す
る
と
、
竃
9
α
q
δ
が
い
う
よ
う
に
、
ア
ラ
学
人
の
脅
威
に
対

す
る
反
応
と
い
う
側
面
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ア
ラ
ニ
人
の
ア
ル
メ
ニ
ア
、
パ
ル
テ
ィ
ア
北
西
部
の
メ
デ
ィ
ア
へ
の
侵
攻
は
七
二
年
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頃
に
始
ま
り
、
七
五
年
頃
ま
で
続
い
た
ら
し
い
。
七
五
年
に
パ
ル
テ
ィ
ア
王
ウ
ォ
ロ
ガ
エ
ス
ス
は
ロ
ー
マ
に
援
軍
と
帝
の
息
子
二
人
の
う
ち
一

人
を
将
軍
と
し
て
派
遣
す
る
こ
と
を
要
請
し
た
。
ウ
ェ
ス
パ
シ
ア
ヌ
ス
帝
は
そ
の
要
請
を
拒
否
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
時
、
帝
の
息
子
ド
ミ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

テ
ィ
ア
ヌ
ス
は
己
が
派
遣
さ
れ
る
こ
と
を
望
ん
で
尽
力
し
た
も
の
の
失
敗
し
た
、
と
ス
エ
ト
ニ
ウ
ス
は
伝
え
る
。
こ
れ
は
、
ロ
ー
マ
の
政
治
中

枢
に
お
い
て
、
ア
ラ
漁
人
の
脅
威
を
認
め
る
人
々
も
お
り
、
援
軍
要
請
の
是
非
を
め
ぐ
る
議
論
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

援
軍
は
拒
否
し
た
が
、
結
局
ロ
ー
マ
側
が
ア
ラ
ニ
人
の
危
険
性
を
認
め
て
サ
タ
ラ
に
軍
団
を
派
遣
し
た
と
し
て
も
さ
ほ
ど
不
思
議
で
は
な
い
の

で
あ
る
。

　
確
か
に
、
b
d
o
ω
≦
〇
二
げ
が
考
え
た
よ
う
に
、
ア
ラ
ニ
人
の
侵
攻
は
ア
ル
メ
ニ
ア
や
メ
デ
ィ
ア
を
指
向
し
た
も
の
で
、
ロ
ー
マ
に
対
す
る
直
接

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

の
脅
威
と
は
な
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
ア
ラ
二
人
が
ア
ル
メ
ニ
ア
侵
略
後
、
カ
ッ
パ
ド
キ
ア
方
面
へ
進
出
す
る
可
能
性

も
少
な
い
、
と
は
言
え
な
い
。
実
際
、
紀
元
；
一
五
年
に
、
ア
ラ
騒
人
は
メ
デ
ィ
ア
、
ア
ル
メ
ニ
ア
を
襲
っ
た
後
、
カ
ッ
パ
ド
キ
ア
方
面
へ
侵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

略
し
、
ロ
ー
マ
に
撃
退
さ
れ
た
。
じ
d
o
ω
≦
o
属
ぽ
は
、
こ
の
時
の
ア
ラ
ニ
人
は
ロ
ー
マ
に
と
っ
て
大
き
な
脅
威
で
な
か
っ
た
と
す
る
が
、
ロ
ー
マ

が
ア
ラ
ニ
人
の
侵
攻
を
受
け
た
事
実
は
否
定
で
き
な
い
。

　
ロ
ー
マ
は
七
五
年
に
は
コ
ー
カ
サ
ス
地
方
と
の
関
わ
り
を
強
め
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
実
は
上
の
状
況
と
関
連
が
あ
る
。
一
枚
の
碑
文
か
ら
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

こ
の
年
に
ロ
ー
マ
が
コ
ー
カ
サ
ス
地
方
の
イ
ベ
リ
ア
王
国
に
お
い
て
、
王
国
の
城
壁
建
設
を
援
助
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
、
こ
の

地
方
に
お
け
る
ロ
ー
マ
の
存
在
を
示
す
最
初
の
碑
文
で
あ
る
。
b
d
O
ω
≦
史
論
は
、
こ
れ
を
も
っ
て
ロ
ー
マ
が
コ
ー
カ
サ
ス
地
方
を
支
配
下
に
置

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

き
、
ア
ル
メ
ニ
ア
を
狙
っ
て
い
た
証
拠
と
し
た
。
だ
が
、
こ
の
碑
文
一
枚
か
ら
そ
こ
ま
で
連
想
す
る
の
は
き
わ
め
て
問
題
で
あ
る
。
七
五
年
と

い
う
時
期
を
考
え
る
と
、
こ
の
時
に
ロ
ー
マ
が
コ
ー
カ
サ
ス
地
方
へ
関
心
を
強
め
た
こ
と
は
、
ア
ラ
ニ
人
の
動
き
と
何
ら
か
の
関
係
が
あ
っ
た

の
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
ア
ラ
ニ
人
は
コ
ー
カ
サ
ス
山
脈
の
北
方
に
住
ん
で
い
た
た
め
、
南
下
に
は
主
要
な
峠
を
お
さ
え
る
イ
ベ
リ
ア
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

も
し
く
は
そ
の
東
方
の
ア
ル
バ
ニ
ア
の
承
認
が
必
要
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
時
代
の
ア
ラ
勤
人
の
南
下
は
全
て
ど
ち
ら
か
の
王
国
と
の
連

携
行
動
だ
っ
た
ら
し
い
。
こ
れ
ら
の
王
国
は
パ
ル
テ
ィ
ア
と
対
立
・
和
解
を
繰
り
返
し
て
お
り
、
ア
ラ
ニ
人
の
目
標
も
主
に
ア
ル
メ
ニ
ア
か
ら
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パ
ル
テ
ィ
ア
に
か
け
て
で
あ
っ
た
。
七
〇
年
代
の
ア
ラ
ニ
人
が
イ
ベ
リ
ア
、
ア
ル
バ
ニ
ア
ど
ち
ら
と
手
を
組
ん
だ
か
は
特
定
し
が
た
い
が
、
ア

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

ル
メ
ニ
ア
だ
け
で
な
く
カ
ス
ピ
海
南
西
の
メ
デ
ィ
ア
へ
も
侵
入
し
た
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
後
者
で
あ
ろ
う
。
ア
ル
バ
ニ
ア
は
、
イ
ベ
リ
ア
と

も
し
ば
し
ば
対
立
し
て
い
た
。
ア
ラ
巨
人
の
攻
撃
は
、
ア
ル
メ
ニ
ア
だ
け
で
な
く
、
イ
ベ
リ
ア
王
国
に
も
及
ん
だ
可
能
性
が
あ
る
。
b
d
鑓
自
創

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

は
、
西
イ
ベ
リ
ア
地
方
に
お
い
て
七
〇
年
代
に
何
ら
か
の
騒
動
が
起
こ
っ
た
こ
と
を
伝
え
る
。
と
す
れ
ば
、
イ
ベ
リ
ア
王
国
の
城
壁
建
設
は
、

ア
ラ
ニ
人
に
対
抗
す
る
意
図
が
大
き
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
イ
ベ
リ
ア
王
国
が
安
定
し
、
ロ
ー
マ
と
友
好
関
係
に
あ
る
限
り
、
ロ
ー
マ
は
直
接

ア
ラ
乙
嫁
の
脅
威
を
受
け
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
、
黒
海
南
東
岸
か
ら
コ
ー
カ
サ
ス
地
方
に
か
け
て

は
、
前
節
で
見
た
よ
う
に
、
ロ
ー
マ
に
と
っ
て
経
済
的
に
大
き
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
。
こ
の
地
方
の
安
定
は
、
交
易
に
直
接
関
わ
る
大
問
題

で
あ
っ
た
。
サ
タ
ラ
の
併
合
が
交
易
ル
ー
ト
と
の
関
連
の
上
に
あ
っ
た
の
な
ら
ば
、
七
六
年
頃
に
お
け
る
第
＝
ハ
フ
ラ
ウ
ィ
ア
軍
団
の
駐
留
も
、

コ
ー
カ
サ
ス
情
勢
を
睨
ん
だ
政
策
で
あ
っ
た
可
能
性
は
高
い
。
さ
ら
に
、
先
述
し
た
よ
う
に
小
ア
ル
メ
ニ
ア
、
ポ
ン
ト
ゥ
ス
王
国
旧
領
は
、
治

安
が
安
定
し
て
い
た
と
は
言
い
難
か
っ
た
。
コ
ー
カ
サ
ス
地
方
ま
で
も
含
む
広
域
的
状
況
に
対
応
す
る
に
は
メ
リ
テ
ネ
の
　
個
軍
団
だ
け
で
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

不
十
分
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
ス
エ
ト
ニ
ウ
ス
は
「
蛮
族
の
恒
常
的
な
攻
撃
」
を
カ
ッ
パ
ド
キ
ア
へ
の
軍
団
創
設
の
意
図
、
と
記
し
た
。

「
恒
常
的
な
攻
撃
」
と
い
う
の
は
割
引
い
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
の
よ
う
な
「
蛮
族
」
に
も
つ
と
も
適
合
す
る
の
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

黒
海
南
東
岸
の
原
住
民
な
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
切
。
ω
≦
○
同
臣
を
支
持
で
き
よ
う
。
実
際
、
治
安
維
持
の
た
め
の
軍
団
駐
屯
は
前
例

が
あ
る
。
ヒ
ス
パ
ニ
ア
に
は
外
敵
は
存
在
し
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
、
反
抗
的
な
山
岳
民
族
に
備
え
て
軍
団
が
駐
屯
し
、
ユ
ダ
ヤ
で
も
ユ
ダ
ヤ
人

の
再
反
乱
を
防
ぐ
た
め
に
一
個
軍
団
が
置
か
れ
た
。
特
に
ユ
ダ
ヤ
へ
の
そ
れ
は
同
じ
ウ
ェ
ス
パ
シ
ア
ヌ
ス
皆
瀬
に
行
わ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
す

な
わ
ち
、
七
五
、
六
年
頃
、
ロ
ー
マ
は
黒
海
南
直
黒
か
ら
コ
ー
カ
サ
ス
地
方
に
か
け
て
に
大
き
な
関
心
を
示
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
が

コ
ー
カ
サ
ス
地
方
で
の
活
動
、
サ
タ
ラ
へ
の
第
＝
ハ
フ
ラ
ウ
ィ
ア
軍
団
駐
屯
と
な
っ
て
現
れ
た
と
い
え
る
。
シ
リ
ア
か
ら
メ
リ
テ
ネ
を
経
由
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

て
サ
タ
ラ
、
ト
ラ
ペ
ズ
ス
へ
伸
び
る
道
路
の
存
在
を
明
ら
か
に
し
た
ζ
置
。
賊
は
、
こ
れ
を
防
衛
ラ
イ
ン
（
リ
メ
ス
）
と
考
え
た
の
で
あ
る
が
、

し
か
し
、
一
個
軍
団
を
パ
ル
テ
ィ
ア
の
直
接
的
脅
威
を
受
け
う
る
シ
リ
ア
か
ら
小
ア
ジ
ア
北
東
部
へ
動
か
し
た
こ
と
は
不
思
議
で
あ
り
、
防
御
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ウェスパシアヌス帝の東方政策（桑山）

的
移
動
と
は
到
底
言
え
な
い
。
む
し
ろ
、
黒
海
南
東
岸
の
重
要
性
が
増
加
し
た
、
と
解
釈
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

ジ
ア
北
東
部
と
コ
ー
カ
サ
ス
地
方
へ
の
ロ
ー
マ
の
支
配
伸
長
の
証
拠
な
の
で
あ
る
。

第
四
節
　
東
方
辺
境
再
編
の
意
図
－
帝
国
財
政
の
再
建

二
個
目
の
軍
団
派
遣
は
、
小
ア

　
属
州
カ
ッ
パ
ド
キ
ア
目
ガ
ラ
テ
ィ
ア
は
以
上
の
よ
う
な
過
程
で
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
。
先
行
研
究
が
主
張
し
た
よ
う
な
軍
事
的
意
図
は
、
治

量
半
ば
ま
で
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
治
世
後
半
の
軍
団
駐
屯
は
、
ア
ル
メ
ニ
ア
、
パ
ル
テ
ィ
ア
を
指
向
し
た
と
い
う
よ
り
も
、
コ
ー
カ

サ
ス
地
方
と
の
関
係
緊
密
化
と
小
ア
ジ
ア
北
東
部
に
お
け
る
支
配
安
定
の
視
点
か
ら
理
解
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
属
音
カ

ッ
パ
ド
キ
ア
ー
ー
ガ
ラ
テ
ィ
ア
の
設
立
は
、
従
来
考
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
ア
ル
メ
ニ
ア
、
パ
ル
テ
ィ
ア
へ
の
拡
大
を
狙
う
、
も
し
く
は
そ
れ
ら

に
対
す
る
防
衛
ラ
イ
ン
の
構
築
と
い
う
統
一
的
な
政
策
意
図
の
下
で
行
わ
れ
た
、
と
は
い
え
な
い
。
そ
れ
は
二
段
階
に
分
け
て
整
理
す
る
こ
と

　
　
　
　
⑳

が
で
き
よ
う
。

　
第
一
段
階
は
七
五
年
ま
で
で
あ
る
。
一
個
軍
団
の
駐
留
、
小
ア
ル
メ
ニ
ア
併
合
、
属
州
カ
ッ
パ
ド
キ
ア
と
垂
垂
ガ
ラ
テ
ィ
ア
の
合
併
が
行
わ

れ
、
お
そ
ら
く
総
督
に
は
元
老
院
議
員
身
分
の
者
が
派
遣
さ
れ
た
。
こ
の
結
果
、
小
ア
ジ
ア
中
・
東
部
が
　
人
の
総
督
の
指
揮
下
に
入
り
、
ま

た
、
黒
海
牛
耳
岸
か
ら
コ
ー
カ
サ
ス
地
方
西
南
に
か
け
て
の
地
域
の
治
安
維
持
が
行
わ
れ
、
初
め
て
小
ア
ジ
ア
申
・
東
部
ヘ
ロ
ー
マ
の
統
治
が

十
分
に
及
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
第
二
段
階
は
、
七
六
年
以
後
で
あ
り
、
サ
タ
ラ
へ
の
第
一
六
フ
ラ
ウ
ィ
ア
軍
団
の
駐
屯
を
も
っ
て
始
ま
る
。
こ
れ
は
、
従
来
、
ア
ル
メ
ニ
ア

と
の
対
抗
関
係
か
ら
重
視
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
だ
が
、
サ
タ
ラ
は
、
ア
ル
メ
ニ
ア
へ
の
重
要
な
戦
略
的
位
置
を
占
め
る
と
共
に
、
黒
海
南

東
岸
、
及
び
コ
ー
カ
サ
ス
地
方
と
ロ
ー
マ
と
の
関
係
に
お
い
て
も
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
た
。
第
一
六
フ
ラ
ウ
ィ
ア
軍
団
の
駐
留
は
、
対
ア

ル
メ
ニ
ア
政
策
と
い
う
よ
り
も
対
コ
ー
カ
サ
ス
政
策
、
小
ア
ジ
ア
北
東
部
に
対
す
る
治
世
初
期
か
ら
の
影
響
力
行
使
の
延
長
線
上
で
捉
え
ら
れ

　
　
　
　
⑰

る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
ア
ラ
ニ
人
の
南
下
な
ど
で
不
安
定
な
コ
ー
カ
サ
ス
情
勢
に
対
応
し
、
交
易
路
の
安
定
を
図
る
た
め
で
あ
っ
た
。
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こ
う
し
て
、
属
州
カ
ッ
パ
ド
キ
ア
ー
ー
ガ
ラ
テ
ィ
ア
の
「
軍
事
化
」
が
完
成
し
た
の
は
治
世
後
半
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
時
は
既
に
こ
の

属
州
の
基
本
的
な
形
は
形
成
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
な
ぜ
治
世
初
期
に
東
方
辺
境
は
こ
の
よ
う
な
改
編
を
受
け
た
の
か
。
こ
の

点
で
興
味
深
い
の
は
、
こ
の
無
調
カ
ッ
パ
ド
キ
ア
ロ
ガ
ラ
テ
ィ
ア
再
編
及
び
コ
ン
マ
ゲ
ネ
併
合
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
、
東
方
辺
境
だ
け
で
な
く
、

帝
国
東
部
全
体
が
大
き
な
変
化
を
受
け
た
こ
と
で
あ
る
。

　
ウ
ェ
ス
パ
シ
ア
ヌ
ス
帝
治
世
初
期
お
そ
ら
く
七
〇
年
頃
に
、
小
ア
ジ
ア
南
部
の
属
州
リ
ュ
キ
ア
が
何
ら
か
の
特
権
を
奪
わ
れ
て
属
州
パ
ン
フ

ユ
リ
ア
と
合
併
さ
れ
、
商
量
リ
ュ
キ
ア
ー
ー
パ
ン
フ
ユ
リ
ア
と
な
っ
た
。
ま
た
、
キ
リ
キ
ア
西
部
は
コ
ン
マ
ゲ
ネ
王
国
の
飛
び
地
を
含
ん
だ
の
で

あ
る
が
、
コ
ン
マ
ゲ
ネ
の
併
合
と
共
に
ロ
ー
マ
に
併
合
さ
れ
、
キ
リ
キ
ア
東
部
と
合
併
さ
れ
て
属
官
キ
リ
キ
ア
が
つ
く
ら
れ
た
。
こ
の
結
果
、

小
ア
ジ
ア
か
ら
は
す
べ
て
の
属
国
が
消
滅
し
、
ビ
テ
ユ
ニ
ア
ー
ー
ポ
ン
ト
ゥ
ス
、
リ
ュ
キ
ァ
匪
パ
ン
フ
ユ
リ
ア
、
カ
ッ
パ
ド
キ
ア
ー
ー
ガ
ラ
テ
ィ
ア
、

キ
リ
キ
ア
、
ア
シ
ア
の
五
つ
の
壱
州
の
み
か
ら
構
成
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
七
〇
1
七
二
年
に
か
け
て
に
急
速
に
自
治
州
、
属
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

が
属
州
へ
組
織
替
え
さ
れ
、
小
ア
ジ
ア
が
完
全
に
属
州
化
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
小
ア
ジ
ア
以
外
で
も
、
自
治
を
認
め
ら
れ
て
い
た
ア
カ
イ
ア
は
豆
州
に
さ
れ
、
ビ
ザ
ン
テ
ィ
ウ
ム
、
ロ
ド
ス
島
、
サ
モ
ス
島
は
自

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

治
を
取
り
上
げ
ら
れ
た
。
属
州
シ
リ
ア
で
は
、
コ
ン
マ
ゲ
ネ
王
国
の
併
合
に
加
え
て
、
属
国
エ
メ
サ
も
消
滅
し
た
可
能
性
が
あ
る
。
帝
国
東
部

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

で
存
在
し
て
い
た
属
国
で
明
ら
か
な
も
の
は
ユ
ダ
ヤ
の
み
と
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
ウ
ェ
ス
パ
シ
ア
ヌ
ス
治
世
初
期
に
は
、
帝
国
東
部
全
体
が
、

属
州
シ
ス
テ
ム
へ
組
み
込
ま
れ
、
そ
れ
ま
で
と
は
全
く
異
な
る
風
景
を
呈
す
る
こ
と
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
の
背
景
は
、
治
世
初
期
の
財
政
危
機
で
あ
る
。
ウ
ェ
ス
パ
シ
ア
ヌ
ス
帝
が
勝
利
し
た
当
初
、
帝
国
は
ネ
ロ
帝
末
期
の
混
乱
と
そ
の
後
の
内

乱
の
た
め
に
疲
弊
し
、
財
政
は
逼
迫
し
て
い
た
。
こ
の
た
め
に
ウ
ェ
ス
パ
シ
ア
ヌ
ス
に
と
っ
て
は
、
帝
権
を
確
固
た
る
も
の
と
す
る
こ
と
に
加

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

え
、
財
政
再
建
も
緊
急
の
課
題
で
あ
っ
た
。
帝
は
こ
の
問
題
を
深
刻
に
受
け
止
め
、
事
態
の
打
開
を
図
っ
た
。
例
え
ば
、
ア
シ
ア
金
庫
、
ア
レ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

ク
サ
ン
ド
リ
ア
金
庫
、
ユ
ダ
ヤ
金
庫
の
新
設
で
あ
る
。
こ
れ
ら
新
設
の
徴
税
機
構
は
、
史
料
か
ら
は
上
記
三
種
が
認
め
ら
れ
る
に
す
ぎ
ず
、
実

際
は
も
っ
と
多
く
が
存
在
し
た
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
が
、
こ
れ
ら
が
、
全
て
帝
国
東
部
を
対
象
と
し
て
設
置
さ
れ
た
事
実
こ
そ
、
き
わ
め
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⑬

て
重
要
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ウ
ェ
ス
パ
シ
ア
ヌ
ス
帝
は
ロ
ー
マ
帝
国
東
部
を
中
心
と
し
て
財
政
再
建
を
図
っ
た
の
で
あ
る
。

　
財
政
再
建
に
は
、
帝
国
東
部
を
速
や
か
に
属
州
化
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
っ
た
。
ウ
ェ
ス
パ
シ
ア
ヌ
ス
即
位
当
時
は
、
帝
国
東
部
に
は
自
治

州
や
属
国
が
散
在
し
て
扇
動
間
の
交
通
の
便
も
悪
く
、
ま
た
、
ロ
ー
マ
が
支
配
し
て
い
た
と
は
い
え
、
帝
国
東
部
の
、
特
に
辺
境
で
は
、
隅
々

ま
で
十
分
な
統
治
を
行
き
渡
ら
せ
る
こ
と
は
で
き
て
い
な
か
っ
た
。
効
率
よ
く
税
を
徴
収
し
、
帝
国
再
建
を
行
う
に
は
、
ま
ず
東
部
の
こ
の
状

態
を
解
決
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
辺
境
再
編
も
、
こ
の
政
策
の
一
環
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
先
行
研
究
で
は
、
ア
カ
イ
ア

の
属
濃
化
、
リ
ュ
キ
ア
と
パ
ン
フ
ユ
リ
ア
の
合
併
な
ど
非
辺
境
の
再
編
に
つ
い
て
は
財
政
再
建
の
意
図
は
認
め
ら
れ
て
き
た
が
、
辺
境
に
関
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

て
は
軍
事
的
意
図
の
み
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
き
た
。
だ
が
、
こ
れ
ら
が
同
じ
治
世
初
期
に
行
わ
れ
た
以
上
、
辺
境
と
非
辺
境
を
分
割
し

て
考
え
る
の
は
不
自
然
で
あ
る
。
ま
た
、
男
山
ヨ
畷
ら
は
小
ア
ジ
ア
非
辺
境
部
の
再
編
さ
え
も
ユ
ー
フ
ラ
テ
ス
西
岸
へ
の
補
給
を
速
や
か
に
す
る

目
的
で
あ
っ
た
こ
と
を
強
調
す
る
が
、
本
稿
で
論
じ
た
よ
う
に
パ
ル
テ
ィ
ア
と
の
関
係
が
悪
く
な
く
緊
急
に
対
応
す
る
状
況
で
な
い
こ
と
を
考

慮
す
る
と
、
彼
ら
の
主
張
は
当
を
得
て
い
な
い
。

　
特
に
属
州
カ
ッ
パ
ド
キ
ア
ほ
か
ラ
テ
ィ
ア
成
立
の
第
一
段
階
は
、
辺
境
再
編
が
東
部
全
体
の
再
編
の
一
環
を
成
し
た
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
。

こ
の
複
合
羽
州
の
成
立
に
よ
り
、
小
ア
ジ
ア
中
部
か
ら
東
部
が
一
人
の
総
督
の
支
配
下
に
入
る
こ
と
と
な
っ
た
。
属
州
カ
ッ
パ
ド
キ
ア
は
、
テ

ィ
ベ
リ
ウ
ス
二
期
の
一
七
年
に
属
国
カ
ッ
パ
ド
キ
ア
が
併
合
さ
れ
て
成
立
し
た
と
い
う
、
比
較
的
遅
い
時
期
の
属
州
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の

地
域
に
は
ポ
ン
ト
ゥ
ス
王
国
及
び
、
併
合
後
の
小
ア
ル
メ
ニ
ア
と
い
う
旧
属
国
が
含
ま
れ
、
ロ
ー
マ
中
央
の
統
治
が
十
分
に
行
き
渡
っ
て
い
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

と
は
ま
さ
に
偉
い
難
い
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
元
老
院
議
員
身
分
の
総
督
を
送
り
込
み
、
統
一
的
に
統
轄
さ
せ
た
こ
と
は
、
明
ら
か
に
こ

の
未
発
展
の
地
域
の
取
り
込
み
を
促
し
た
で
あ
ろ
う
。
少
く
と
も
治
世
後
半
に
は
活
発
な
道
路
建
設
が
進
ん
で
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て

　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
愈

き
て
い
る
。
こ
れ
を
軍
事
目
的
と
み
る
大
半
の
先
行
研
究
に
つ
い
て
は
否
定
し
が
た
い
面
も
あ
る
に
は
あ
る
が
、
小
ア
ジ
ア
申
部
か
ら
東
部
の

広
大
な
地
域
の
交
通
網
整
備
が
小
ア
ジ
ア
諸
属
州
問
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
改
善
し
、
中
央
か
ら
の
統
治
が
よ
り
効
率
的
に
及
ぶ
よ
う
に

な
っ
た
面
を
よ
り
重
視
す
る
必
要
を
筆
者
は
感
じ
る
。
実
際
、
非
辺
境
で
あ
る
属
州
ビ
テ
ユ
ニ
ア
ー
ー
ポ
ン
ト
ゥ
ス
で
も
ウ
ェ
ス
パ
シ
ア
ヌ
ス
帝
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⑲

期
後
半
に
道
路
建
設
が
盛
ん
に
行
わ
れ
た
。
こ
の
属
州
は
黒
海
南
西
岸
に
あ
り
、
黒
海
南
東
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
改
善
に
役
立
っ
た

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
も
、
ウ
ェ
ス
パ
シ
ア
ヌ
ス
帝
期
末
に
は
、
属
州
総
督
の
下
に
新
た
に
司
法
担
客
先
官
職
一
Φ
α
q
無
蕊
冨
江
象
。
器

が
設
置
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
こ
の
属
州
の
行
政
的
要
求
が
い
か
に
大
き
か
っ
た
か
を
示
し
て
い
よ
う
。
属
州
カ
ッ
パ
ド
キ
ア
ほ
か
ラ
テ
ィ
ア
成

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

立
は
、
辺
境
整
備
の
典
型
例
な
の
で
あ
る
。

　
同
様
な
道
路
整
備
は
属
州
シ
リ
ア
で
も
行
わ
れ
た
。
シ
リ
ア
東
部
の
パ
ル
ミ
ラ
か
ら
ユ
ー
フ
ラ
テ
ス
川
西
岸
の
ス
ラ
に
至
る
道
路
が
七
五
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

に
建
設
さ
れ
た
こ
と
が
里
程
標
に
よ
っ
て
判
明
し
て
い
る
。
こ
れ
を
H
ω
鎚
。
な
ど
は
、
ユ
ー
フ
ラ
テ
ス
西
岸
へ
迅
速
に
兵
士
を
送
り
込
む
た
め

　
　
　
⑫

と
み
る
が
、
道
路
建
設
ど
い
え
ば
必
ず
軍
事
目
的
と
い
う
の
は
短
絡
に
す
ぎ
る
。
ω
置
①
ぴ
。
酔
騨
巳
の
研
究
は
、
こ
の
よ
う
な
道
路
建
設
が
、
パ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

ル
ミ
ラ
、
シ
リ
ア
内
部
の
デ
カ
ポ
リ
ス
地
方
の
発
展
を
促
し
た
点
を
指
摘
し
た
。
一
方
、
シ
リ
ア
で
の
道
路
建
設
は
東
方
だ
け
を
指
向
し
て
い

た
の
で
は
な
い
。
同
じ
ウ
ェ
ス
パ
シ
ア
ヌ
ス
帝
期
に
シ
リ
ア
南
部
か
ら
ユ
ダ
ヤ
に
か
け
て
建
設
さ
れ
た
道
路
は
デ
カ
ポ
リ
ス
地
方
か
ら
地
中
海

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

沿
岸
へ
至
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
純
粋
に
軍
事
的
意
義
か
ら
建
設
さ
れ
た
と
は
言
い
が
た
い
。

　
コ
ン
マ
ゲ
ネ
併
合
や
属
州
カ
ッ
パ
ド
キ
ア
ー
ー
ガ
ラ
テ
ィ
ア
成
立
に
つ
い
て
辺
境
防
衛
、
も
し
く
は
、
領
土
拡
大
の
視
点
か
ら
し
か
理
解
し
て

こ
な
か
っ
た
先
行
研
究
に
は
大
き
な
問
題
が
あ
る
の
で
あ
る
。
特
に
、
コ
ン
マ
ゲ
ネ
、
小
ア
ル
メ
ニ
ア
の
併
合
は
、
経
済
的
に
大
き
な
利
益
を

ロ
ー
マ
に
も
た
ら
し
た
と
い
え
る
。
小
ア
ル
メ
ニ
ア
が
交
易
路
に
位
置
し
て
い
た
こ
と
は
述
べ
た
が
、
コ
ン
マ
ゲ
ネ
王
国
の
経
済
的
重
要
性
は
、

そ
れ
以
上
で
あ
っ
た
。
こ
の
王
国
は
、
東
西
貿
易
の
中
継
地
に
位
置
し
、
タ
キ
ト
ゥ
ス
が
語
る
と
こ
ろ
で
は
、
属
国
の
中
で
最
も
富
裕
な
国
で

　
　
㊥

あ
っ
た
。

　
以
上
の
考
察
を
ま
と
め
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。
東
方
辺
境
再
編
は
、
同
時
期
の
帝
国
東
部
再
編
の
～
部
と
し
て
行
わ
れ
た
の
で
あ
り
、

経
済
的
な
側
面
が
非
常
に
大
き
か
っ
た
。
た
だ
、
そ
れ
が
辺
境
に
お
い
て
行
わ
れ
た
こ
と
か
ら
、
対
外
的
、
軍
事
的
側
面
が
強
調
さ
れ
す
ぎ
て

き
た
の
で
あ
っ
た
。

　
帝
国
東
部
に
お
い
て
と
り
わ
け
積
極
的
に
再
編
が
行
わ
れ
た
要
因
の
一
つ
と
し
て
は
、
東
部
が
六
九
年
内
乱
の
被
害
を
全
く
受
け
な
か
っ
た
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こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
内
乱
時
の
他
の
三
皇
帝
は
い
ず
れ
も
西
方
属
州
か
イ
タ
リ
ア
で
立
ち
、
戦
場
は
西
方
に
限
定
さ
れ
て
い
た
。
一
方
、
ウ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

エ
ス
パ
シ
ア
ヌ
ス
帝
は
東
部
全
体
の
　
致
し
た
支
持
を
基
に
ウ
ィ
テ
ッ
リ
ウ
ス
帝
に
対
し
て
反
乱
を
起
こ
し
た
の
で
あ
っ
た
。
中
で
も
、
帝
国

東
部
の
ア
シ
ア
、
シ
リ
ア
、
エ
ジ
プ
ト
は
最
富
裕
属
州
に
数
え
ら
れ
る
地
域
で
、
ウ
ェ
ス
パ
シ
ア
ヌ
ス
帝
の
勢
力
基
盤
の
中
核
で
あ
っ
た
。
遠

征
軍
を
イ
タ
リ
ア
へ
送
り
出
し
た
後
も
、
帝
は
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
に
と
ど
ま
り
、
ロ
ー
マ
に
移
動
し
た
の
は
七
〇
年
半
ば
に
な
っ
て
か
ら
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

あ
っ
て
、
帝
国
東
部
に
固
い
支
配
を
確
立
す
る
こ
と
に
最
も
注
意
を
払
っ
て
い
た
。
ま
た
、
彼
自
身
ネ
ロ
帝
期
末
か
ら
ユ
ダ
ヤ
戦
争
の
総
罰
令

官
と
し
て
ユ
ダ
ヤ
に
赴
い
て
お
り
、
帝
国
東
部
に
対
す
る
知
識
は
豊
富
で
あ
っ
た
。

　
六
九
年
内
乱
の
こ
の
よ
う
な
状
況
が
、
ウ
ェ
ス
パ
シ
ア
ヌ
ス
治
世
の
ご
く
初
期
か
ら
帝
国
東
部
に
対
し
て
抜
本
的
な
行
政
改
革
が
行
わ
れ
た

背
景
に
あ
っ
た
、
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
端
的
に
表
れ
た
の
が
東
方
辺
境
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
小
ア
ジ
ア
西
部
は
裕
福
な
土
地
で
帝

国
財
政
を
潤
し
て
い
た
一
方
、
小
ア
ジ
ア
東
部
に
は
属
国
が
あ
り
、
属
州
に
つ
い
て
も
騎
士
身
分
が
統
治
す
る
、
発
展
が
遅
れ
た
状
態
で
あ
っ

て
、
ロ
ー
マ
の
支
配
が
行
き
渡
っ
て
は
い
な
い
辺
境
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
東
方
辺
境
再
編
の
結
果
、
こ
の
地
が
、
ネ
ロ
帝
期
の
ア
ル
メ
ニ
ア
へ

の
単
な
る
前
線
基
地
か
ら
、
帝
国
東
部
の
一
部
と
し
て
十
分
な
統
治
の
及
ぶ
地
域
へ
と
発
展
す
る
契
機
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
コ
ー
カ
サ
ス
へ

の
ロ
ー
マ
の
影
響
力
拡
大
も
そ
の
流
れ
の
中
に
あ
っ
た
。

　
加
え
て
、
第
一
六
フ
ラ
ウ
ィ
ア
軍
団
の
移
動
は
、
シ
リ
ア
か
ら
カ
ッ
パ
ド
キ
ア
淵
ガ
ラ
テ
ィ
ア
へ
、
ウ
ェ
ス
パ
シ
ア
ヌ
ス
帝
の
政
策
の
重
心

が
移
動
し
た
こ
と
を
示
す
の
か
も
し
れ
な
い
。
本
章
で
論
じ
た
よ
う
に
、
小
ア
ジ
ア
北
東
部
へ
の
関
心
は
ウ
ェ
ス
パ
シ
ア
ヌ
ス
帝
期
を
通
じ
て

大
き
く
、
七
五
年
以
降
さ
ら
に
増
大
し
て
い
っ
た
。
こ
の
更
な
る
増
大
と
軍
団
の
移
動
、
道
路
網
な
ど
の
属
州
整
備
の
進
展
に
つ
い
て
は
、
パ

ル
テ
ィ
ア
の
国
内
情
勢
と
の
関
連
も
推
測
で
き
る
の
で
あ
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
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係
に
あ
っ
た
、
と
す
る
。

⑮
日
．
ゆ
．
≦
§
昼
ω
。
塁
H
口
ω
。
H
同
嘗
8
。
。
ぎ
日
ひ
①
9
署
p
。
匹
。
鼠
睾
ピ
一
日
Φ
ρ

　
弟
勲
O
♪
一
り
刈
♪
唱
．
一
〇
〇
h

⑯
u
d
．
謝
器
P
o
や
鼠
f
野
ω
①
い
悶
．
窓
三
貴
。
唱
註
£
サ
Q
。
O
．
も
二
段
階
で
あ
っ
た

　
こ
と
を
示
唆
す
る
が
、
そ
れ
以
上
に
は
考
察
し
て
い
な
い
。
切
．
幻
ゆ
営
ざ
8
．
簿
こ

　
署
．
0
一
－
0
一
．
は
、
二
四
カ
ッ
パ
ド
キ
ア
ー
ー
ガ
ラ
テ
ィ
ア
成
立
を
最
も
詳
細
に
論
じ

　
て
お
り
、
コ
ー
カ
サ
ス
地
方
に
関
し
て
は
か
な
り
筆
者
と
類
似
し
た
見
解
だ
が
、

　
軍
事
に
比
重
を
置
き
、
ま
た
従
来
の
対
パ
ル
テ
ィ
ア
観
を
踏
襲
す
る
点
で
、
本
稿

　
と
は
異
な
る
。

⑰
　
ウ
ェ
ス
パ
シ
ア
ヌ
ス
の
属
州
カ
ッ
パ
ド
キ
ア
ー
ー
ガ
ラ
テ
ィ
ア
政
策
が
、
ア
ル
メ

　
ニ
ア
併
合
を
指
向
し
て
い
た
こ
と
へ
の
疑
問
は
、
鼠
白
・
O
冨
¢
ヨ
。
算
w
い
．
＞
7

　
ヨ
象
δ
窪
貫
Φ
”
o
目
Φ
Φ
＝
．
H
話
P
郎
夷
瀬
月
⑩
山
レ
⑩
刈
9
唱
．
誌
①
．

⑱
ω
器
ε
凱
島
甲
く
⑦
ω
冨
ω
ご
崖
ω
”
c
。
誌
に
よ
れ
ば
、
ネ
ロ
帝
（
も
し
く
は
ガ
ル
バ

　
帝
）
期
に
自
治
州
だ
っ
た
リ
ュ
キ
ア
は
、
ウ
ェ
ス
パ
シ
ア
ヌ
ス
帝
に
よ
っ
て
自
治

　
を
奪
わ
れ
て
浮
州
に
組
織
替
え
さ
れ
た
。
し
か
し
、
近
年
の
碑
文
研
究
に
よ
り
、

　
リ
ュ
キ
ア
は
ネ
ロ
帝
期
に
自
治
州
だ
っ
た
の
で
は
な
く
、
何
ら
か
の
特
権
を
賦
与

　
さ
れ
た
属
州
だ
っ
た
が
、
ウ
ェ
ス
パ
シ
ア
ヌ
ス
帝
に
よ
っ
て
そ
の
特
権
を
剥
奪
さ

　
れ
た
と
す
る
見
解
が
有
力
と
な
っ
た
。
ω
．
ζ
ぎ
冨
拝
。
も
b
帥
f
娼
．
一
㎝
分
b
d
．

　
力
伽
ヨ
メ
。
唱
．
9
f
賢
．
心
①
卑
①
G
◎
．

⑲
属
国
エ
メ
サ
の
消
滅
は
、
明
確
な
時
期
は
不
明
。
七
二
年
の
コ
ン
マ
ゲ
ネ
併
合

　
時
に
は
確
実
に
存
在
し
た
が
、
ウ
ェ
ス
パ
シ
ア
ヌ
ス
治
世
末
期
に
は
も
は
や
王
国

　
で
は
な
か
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
賃
．
幻
b
．
り
ω
¢
語
く
四
P
日
冨
∪
葦
器
曙
。
｛

　
国
日
Φ
ω
P
郎
舅
ヨ
月
c
o
レ
Φ
刈
メ
曽
c
o
－
b
⊃
一
ρ
劉
《
鰻
鉾
讐
。
で
．
9
『
”
唱
．
○
◎
郵

⑳
　
こ
の
王
国
は
、
フ
ラ
ウ
ィ
ウ
ス
家
と
特
に
深
い
つ
な
が
り
に
あ
っ
た
。

⑪
ω
雌
Φ
δ
三
蕊
博
く
①
ω
窟
ω
㌶
客
ω
㍉
①
一
票
o
O
器
ω
旨
ρ
①
9
Q
。
b
ふ

⑫
『
韻
。
ヨ
P
ξ
＆
㍉
§
㍊
ぎ
ミ
簿
§
ぴ
§
給
鳶
”
費
グ
一
〇
お
も
．
ω
O
メ
U
．

　
ζ
帥
σ
q
帥
ρ
o
も
■
皇
f
や
3
c
◎
一
筈
殉
．
O
訂
匙
Φ
。
・
毛
。
冨
ダ
円
冨
匹
p
〈
一
女
U
鴫
嵩
ω
多

　
Ω
心
房
ご
Ψ
℃
」
伊

⑲
　
ユ
ダ
ヤ
金
庫
は
、
ユ
ダ
ヤ
入
の
反
乱
に
対
す
る
懲
罰
的
意
味
合
い
も
あ
っ
た
ろ

　
う
が
、
反
乱
側
で
な
い
ユ
ダ
ヤ
人
に
も
適
用
さ
れ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
単
な
る

　
罰
則
以
上
の
意
味
を
持
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

⑭
ζ
．
㍗
○
冨
ユ
Φ
馨
。
誹
貫
。
℃
．
葺
こ
竈
．
一
ω
山
ρ
即
O
．
℃
｛
ド
。
β
卜
巴
㌣
や

　
ミ
ミ
§
』
車
懸
袋
題
§
魯
器
紺
さ
ミ
い
肉
謡
愚
執
鳶
こ
ミ
ミ
3
℃
餌
ユ
。
a
習
一
Φ
㎝
ρ
蒔
α
一
心
◎

⑳
　
b
ご
．
国
伽
ヨ
ざ
。
や
。
同
叶
．
も
■
9
．

趣
》
鼠
Q
匿
ω
曽
馨
N
黛
一
一
レ
ー
。
。
・
Ω
’
》
．
じ
d
・
c
d
o
。
・
ぞ
。
隣
ダ
＜
Φ
雪
解
ω
貯
昌
、
し
・
カ
①
0
7

　
α
q
き
凶
吉
島
。
づ
。
｛
跨
①
属
o
H
些
・
国
章
け
間
お
韓
8
お
郎
醤
ミ
ミ
。
昌
㍉
ρ
6
刈
9
7
刈
O
h

⑰
　
P
農
商
魯
。
ダ
↓
訂
男
。
日
電
力
。
巴
・
超
処
Φ
ヨ
o
h
》
し
・
冨
ζ
ぎ
9
郎
舅
飼

　
鍔
？
卜
⊃
u
や
℃
．
『
O
？
謡
一
象
刈
一
〇
為
一
刈
．

⑲
　
道
路
建
設
の
活
発
化
に
言
及
す
る
先
行
研
究
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
は
、
こ
れ
を
、

　
ユ
ー
フ
ラ
テ
ス
川
ま
で
容
易
に
軍
団
を
移
動
さ
せ
る
た
め
の
軍
菓
的
措
置
と
考
え

　
た
。
一
方
で
、
道
路
建
設
を
小
ア
ジ
ア
内
陸
の
交
通
円
滑
化
の
た
め
と
考
え
る
も

　
の
に
は
、
切
d
・
○
効
臼
菩
Φ
F
o
唱
．
畠
・
も
．
N
ω
膳
．

⑳
　
U
■
円
準
Φ
目
ダ
下
篇
。
。
8
諾
。
・
o
｛
℃
〇
三
蕊
博
O
既
幾
p
℃
ゲ
蔓
⑳
墜
下
巳
り
《
o
昼

　
N
璃
蒔
ρ
一
〇
〇
Q
飼
P
忘
⑩
h
．

⑳
　
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
が
、
後
の
ト
ラ
ヤ
ヌ
ス
帝
の
パ
ル
テ
ィ
ア
戦
争
の
基
礎
と
な

　
つ
た
側
藺
は
否
め
な
い
が
、
あ
く
ま
で
も
、
辺
境
整
備
の
副
次
的
効
果
で
あ
っ
た
。
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⑪
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衛
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一
r
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碁
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⑯
↓
8
冒
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薄
ミ
識
暴
b
。
甲
Q
。
一
．

⑰
ω
g
§
ご
ω
り
く
Φ
。
・
麗
。
・
匿
島
－
刈
砲
口
。
巨
ρ
摯
な
識
暴
“
⊃
甲
。
。
b
。
一
u
δ
9
。
・
ω
訂
申

　
①
α
㊤
b
」
．

衝
罫
コ
0
訂
忌
署
。
誹
ダ
寧
蔦
譜
さ
ミ
跨
ミ
ミ
G
§
ミ
ミ
駄
罫
恥
沁
§
§

　
肉
§
馬
郵
悼
亀
Φ
縣
‘
○
霞
＄
σ
q
P
一
㊤
b
。
①
も
．
一
8
h
も
同
様
の
指
摘
を
す
る
。

第
三
章
　
東
部
属
州
上
層
家
系
の
勃
興
と
属
州
総
督

第
一
節
　
帝
国
東
部
属
弼
総
督

ウェスパシアヌス帝の東方政策（桑山）

　
六
九
年
内
乱
に
お
い
て
、
ウ
ェ
ス
パ
シ
ア
ヌ
ス
帝
の
勢
力
基
盤
が
帝
国
東
部
に
あ
っ
た
こ
と
は
既
に
述
べ
た
。
こ
の
時
、
彼
を
支
持
す
る
中

核
と
な
っ
た
の
は
、
そ
の
指
揮
下
で
ユ
ダ
ヤ
戦
争
に
従
事
し
て
い
た
正
規
軍
団
の
軍
団
鋳
た
ち
と
、
属
州
シ
リ
ア
駐
屯
の
軍
団
長
た
ち
で
あ
っ

た
。
勝
利
に
直
接
貢
献
し
た
の
は
ド
ナ
ウ
地
方
の
軍
団
で
あ
っ
た
が
、
反
乱
当
初
か
ら
ウ
ェ
ス
パ
シ
ア
ヌ
ス
を
支
持
し
た
の
は
、
彼
ら
帝
国
東

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

部
の
軍
団
長
た
ち
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
ウ
ェ
ス
パ
シ
ア
ヌ
ス
帝
が
統
治
を
開
始
し
た
後
、
彼
ら
が
専
ら
用
い
ら
れ
た
の
は
帝
国
東
部
属
州
で

あ
り
、
し
か
も
、
属
州
再
編
に
深
く
関
わ
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
全
州
カ
ッ
パ
ド
キ
ア
匪
ガ
ラ
テ
ィ
ア
に
二
個
目
の
軍
団
が
派
遣
さ
れ
た
七
六
年
頃
の
カ
ッ
パ
ド
キ
ア
ー
ー
ガ
ラ
テ
ィ
ア
総
督
は
α
・
ポ
ン
ペ

イ
ウ
ス
・
コ
ッ
レ
ガ
で
あ
り
、
彼
に
続
い
て
総
督
と
な
っ
た
の
は
、
M
・
ヒ
ッ
リ
ウ
ス
・
フ
ロ
ン
ト
：
不
ラ
テ
ィ
ウ
ス
・
パ
ン
サ
（
在
職
七
八

－
八
○
年
）
、
A
・
カ
山
月
ン
ニ
ウ
ス
・
ガ
ッ
ル
ス
（
八
一
－
八
三
年
）
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
皆
、
六
九
年
内
乱
で
は
シ
リ
ア
駐
留
の
軍
団
長
た
ち

で
あ
っ
た
。
こ
の
分
解
が
治
世
後
半
に
き
わ
め
て
重
要
性
に
富
む
と
認
識
さ
れ
て
い
た
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
、
パ
ン
サ
は
合
併
さ
れ
た

属
州
リ
ュ
キ
ア
U
パ
ン
フ
ユ
リ
ア
の
最
初
の
総
督
で
も
あ
っ
た
。
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属
州
シ
リ
ア
に
も
主
に
帝
の
親
族
や
フ
ラ
ウ
ィ
ウ
ス
派
元
老
院
議
員
が
派
遣
さ
れ
た
。
コ
ン
マ
ゲ
ネ
併
合
を
指
揮
し
た
の
は
、
親
族
の
L
・

カ
エ
セ
ン
ニ
ウ
ス
・
パ
エ
ト
ゥ
ス
で
あ
っ
た
。
彼
は
そ
の
後
す
ぐ
に
死
亡
し
た
ら
し
く
、
マ
リ
ウ
ス
・
ケ
ル
ス
ス
が
お
そ
ら
く
代
理
で
一
年
間

総
督
と
し
て
赴
任
し
た
後
、
前
述
の
大
ト
ラ
ヤ
ヌ
ス
が
派
遣
さ
れ
た
。
彼
は
七
三
年
か
ら
七
七
年
の
問
壱
州
シ
リ
ア
を
統
治
し
、
七
八
年
に
は

ア
シ
ア
総
督
と
な
っ
た
。
キ
リ
キ
ア
の
最
初
の
総
督
に
は
ア
ス
プ
レ
ナ
ス
・
カ
エ
シ
ウ
ス
・
カ
ッ
シ
ア
ヌ
ス
が
任
命
さ
れ
た
。
彼
の
総
督
以
前

の
経
歴
は
不
明
で
あ
る
が
、
六
九
年
内
乱
時
の
ガ
ラ
テ
ィ
ア
匪
パ
ン
フ
ユ
リ
ア
総
督
L
・
ノ
ニ
ウ
ス
・
カ
ル
プ
ル
ニ
ウ
ス
・
ア
ス
プ
レ
ナ
ス
の

　
　
　
　
　
　
　
　
③

親
族
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
彼
は
、
旧
バ
ト
リ
キ
で
あ
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
ウ
ェ
ス
パ
シ
ア
ヌ
ス
帝
期
に
属
州
統
治
に
登
用
さ
れ
た
希
有
な
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

物
で
あ
り
、
帝
の
信
頼
が
き
わ
め
て
厚
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
ま
た
、
再
編
さ
れ
た
難
解
で
は
な
い
が
、
属
州
ユ
ダ
ヤ
総
督
に
も
腹
心
が
任
じ
ら
れ
た
。
こ
の
属
州
に
は
親
族
、
新
バ
ト
リ
キ
に
加
え
て
、

ア
ド
レ
ク
テ
ィ
、
つ
ま
り
、
昇
格
塞
げ
。
什
δ
に
よ
っ
て
薪
た
に
元
老
院
議
員
と
な
っ
た
人
々
も
送
り
込
ま
れ
た
。
昇
格
と
は
、
騎
士
身
分
と

し
て
経
歴
を
歩
ん
で
き
た
者
を
元
老
院
議
員
身
分
へ
編
入
す
る
措
置
で
、
こ
の
手
段
で
ウ
ェ
ス
パ
シ
ア
ヌ
ス
帝
は
六
九
年
と
七
三
、
四
年
に
多

く
の
騎
士
身
分
を
元
老
院
議
員
に
上
げ
た
。
彼
ら
は
、
ウ
ェ
ス
パ
シ
ア
ヌ
ス
政
権
、
さ
ら
に
は
後
の
フ
ラ
ウ
ィ
ウ
ス
朝
を
も
支
え
た
重
要
な
基

盤
で
あ
っ
た
。
ユ
ダ
ヤ
戦
争
終
結
後
の
最
初
の
総
督
は
、
親
族
で
、
六
九
年
に
は
ユ
ダ
ヤ
で
ウ
ェ
ス
パ
シ
ア
ヌ
ス
配
下
の
軍
団
長
を
勤
め
た
ウ

ェ
ッ
ト
ゥ
レ
ヌ
ス
・
ケ
リ
ア
リ
ス
が
任
命
さ
れ
た
（
七
〇
1
七
一
年
）
。
つ
い
で
ル
キ
リ
ウ
ス
・
バ
ッ
ス
ス
が
任
命
さ
れ
た
（
七
一
－
七
二
年
）
。

彼
は
ア
ド
レ
ク
テ
ィ
で
、
六
九
年
に
は
イ
タ
リ
ア
に
お
い
て
ラ
ヴ
ェ
ン
ナ
、
ミ
セ
ヌ
ム
の
両
艦
隊
が
ウ
ェ
ス
パ
シ
ア
ヌ
ス
に
寝
返
る
よ
う
説
得

す
る
な
ど
、
重
要
な
役
割
を
演
じ
た
。
そ
の
た
め
、
内
乱
後
元
老
院
議
員
身
分
に
昇
格
さ
せ
ら
れ
た
ら
し
い
。
が
、
バ
ッ
ス
ス
は
す
ぐ
に
死
亡

し
、
新
バ
ト
リ
キ
で
あ
る
フ
ラ
ウ
ィ
ウ
ス
・
シ
ル
ウ
ァ
が
総
督
と
な
っ
た
（
七
三
－
七
七
年
）
。
彼
の
後
任
は
ア
ン
ト
ニ
ウ
ス
・
サ
ト
ゥ
ル
ニ
ヌ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

ス
で
（
七
八
一
八
○
年
）
、
や
は
り
ア
ド
レ
ク
テ
ィ
で
あ
っ
た
。

　
以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
再
編
さ
れ
た
属
州
に
は
、
ウ
ェ
ス
パ
シ
ア
ヌ
ス
帝
の
「
腹
心
」
と
表
現
し
て
も
お
か
し
く
な
い
人
物
ば
か
り
が
最

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

初
の
総
督
と
し
て
赴
任
し
た
の
で
あ
る
。
特
に
、
言
言
カ
ッ
パ
ド
キ
ア
匪
ガ
ラ
テ
ィ
ア
な
ど
で
は
、
一
貫
し
て
、
腹
心
申
の
腹
心
が
登
用
さ
れ
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ウェスパシアヌス帝の東方政策（桑山）

て
い
っ
た
。

　
一
方
、
大
ト
ラ
ヤ
ヌ
ス
の
後
、
七
八
年
頃
に
シ
リ
ア
総
督
に
登
用
さ
れ
た
し
・
ケ
イ
オ
ニ
ウ
ス
・
コ
ン
モ
ド
ゥ
ス
は
、
新
バ
ト
リ
キ
で
は
あ

っ
た
が
、
以
前
の
経
歴
が
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
ず
、
大
ト
ラ
ヤ
ヌ
ス
と
比
べ
れ
ば
未
経
験
の
、
お
そ
ら
く
は
若
年
の
人
物
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

属
州
シ
リ
ア
に
こ
の
よ
う
な
人
物
が
派
遣
さ
れ
た
の
は
、
本
稿
の
考
察
が
正
鵠
を
射
て
い
れ
ば
、
不
思
議
で
は
な
い
。
前
章
で
見
た
よ
う
に
、

七
六
年
頃
に
属
州
権
ッ
パ
ド
キ
ア
ー
ー
ガ
ラ
テ
ィ
ア
へ
第
＝
ハ
フ
ラ
ウ
ィ
ア
軍
団
が
移
動
し
、
ま
た
、
パ
ル
テ
ィ
ア
は
政
情
不
安
定
で
あ
り
、
シ

リ
ア
総
督
に
そ
れ
ほ
ど
の
行
政
手
腕
は
必
要
と
さ
れ
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
時
期
の
カ
ッ
パ
ド
キ
ア
ー
ー
ガ
ラ
テ
ィ
ア
総
督
は
、

壱
州
リ
ュ
キ
ア
ー
ー
パ
ン
フ
ユ
リ
ア
の
再
編
に
携
わ
っ
た
ら
し
い
ネ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
・
パ
ン
サ
で
あ
っ
た
。
甲
州
カ
ッ
パ
ド
キ
ア
ー
ー
ガ
ラ
テ
ィ
ア
が

こ
の
時
期
に
は
シ
リ
ア
と
同
じ
ほ
ど
重
要
性
を
増
し
て
い
た
根
拠
と
な
ろ
う
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
内
乱
以
来
の
「
腹
心
」
た
ち
を
送
り
込
ん
で
重
点
的
に
行
わ
れ
た
帝
国
東
部
再
編
政
策
は
、
帝
国
財
政
再
建
だ
け
で
な
く
、

帝
国
東
部
の
将
来
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
そ
れ
ま
で
ば
ら
ば
ら
で
あ
っ
た
小
ア
ジ
ア
、
属
州
シ
リ
ア
は
、
計
六
つ
の
属
州
に
整
頓
さ
れ
、

「
東
方
属
州
」
と
し
て
の
ま
と
ま
り
を
は
じ
め
て
与
え
ら
れ
た
。
さ
ら
に
、
東
部
三
州
上
層
家
系
の
中
央
政
界
へ
の
進
幽
を
も
引
き
起
こ
し
た

の
で
あ
る
。

第
二
節
　
東
部
属
州
上
層
家
系
の
台
頭

　
第
一
に
、
帝
国
東
部
再
編
に
よ
り
属
州
化
が
推
進
さ
れ
た
結
果
、
東
部
属
州
行
政
の
円
滑
な
運
営
の
た
め
に
は
現
地
に
つ
い
て
知
識
の
あ
る

人
材
が
必
要
と
な
り
、
そ
れ
以
前
よ
り
ず
っ
と
多
く
の
東
部
摂
州
出
身
者
の
協
力
が
必
要
に
な
っ
た
。
特
に
、
こ
の
よ
う
な
行
政
業
務
に
重
用

さ
れ
た
の
は
、
ア
ド
レ
ク
テ
ィ
で
あ
っ
た
。
ウ
ェ
ス
パ
シ
ア
ヌ
ス
帝
の
ア
ド
レ
ク
テ
ィ
の
う
ち
、
東
部
出
身
が
確
実
な
者
は
、
C
・
ア
ン
テ
ィ

ウ
ス
・
ア
ウ
ル
ス
・
ユ
リ
ウ
ス
・
ク
ア
ド
ゥ
ラ
ト
ゥ
ス
、
貰
・
ユ
リ
ウ
ス
・
ケ
ル
ス
ス
・
ポ
レ
マ
エ
ア
ヌ
ス
、
C
・
カ
リ
ス
タ
ニ
ウ
ス
・
フ
ロ

ン
ト
の
三
人
で
あ
り
、
数
は
少
な
い
。
だ
が
、
彼
ら
は
、
先
述
の
司
法
担
当
副
官
職
を
初
め
と
し
て
、
多
く
の
総
督
副
番
職
や
プ
ラ
エ
ト
ル
格
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総
督
職
を
歴
任
し
た
。
ま
た
、
ア
ド
レ
ク
テ
ィ
で
は
な
く
、
最
初
か
ら
元
老
院
議
員
と
し
て
経
歴
を
始
め
た
東
部
出
身
者
の
登
用
も
知
ら
れ
て

い
る
。
と
り
わ
け
、
司
法
担
当
副
官
に
は
ド
ミ
テ
ィ
ア
ヌ
ス
帝
期
初
頭
ま
で
東
部
出
身
者
ば
か
り
が
登
用
さ
れ
、
し
か
も
、
彼
ら
は
前
述
の
ア

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

ド
レ
ク
テ
ィ
ニ
人
と
新
バ
ト
リ
キ
で
あ
っ
た
。

　
こ
う
し
た
東
部
恵
雨
人
の
登
用
は
、
ネ
ロ
帝
期
ま
で
に
は
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
大
体
、
東
部
出
身
元
老
院
議
員
は
ネ
ロ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

帝
期
ま
で
非
常
に
少
数
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
ウ
ェ
ス
パ
シ
ア
ヌ
ス
帝
期
に
登
用
さ
れ
始
め
た
彼
ら
は
、
そ
の
後
も
テ
ィ
ト
ゥ
ス
帝
、
ド
ミ
テ
ィ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

ア
ヌ
ス
帝
に
よ
っ
て
も
用
い
ら
れ
、
ド
ミ
テ
ィ
ア
ヌ
ス
帝
期
後
半
に
は
、
最
高
公
職
の
コ
ン
ス
ル
に
ま
で
到
達
し
た
。
ウ
ェ
ス
パ
シ
ア
ヌ
ス
帝

の
東
部
再
編
で
用
い
ら
れ
た
こ
と
が
、
彼
ら
東
部
初
の
コ
ン
ス
ル
群
を
生
ん
だ
と
い
え
よ
う
。
も
っ
と
も
、
帝
国
東
部
再
編
に
用
い
ら
れ
た
こ

と
か
ら
、
彼
ら
が
優
遇
さ
れ
た
と
ま
で
は
欝
え
な
い
。
だ
が
、
彼
ら
の
砂
州
統
治
へ
の
登
用
は
、
彼
ら
が
中
央
政
界
で
上
昇
す
る
上
で
、
も
う

～
つ
重
要
な
意
昧
を
持
っ
た
。
彼
ら
は
、
帝
国
東
部
に
属
州
総
督
と
し
て
派
遣
さ
れ
て
い
た
ウ
ェ
ス
パ
シ
ア
ヌ
ス
帝
の
「
腹
心
」
た
ち
の
指
揮

下
に
、
し
ば
し
ば
副
官
と
し
て
入
る
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
彼
ら
と
「
腹
心
」
た
ち
と
の
バ
ト
ロ
ネ
ジ
を
生
ん
だ
と
思
わ
れ
る
。

「
腹
心
」
た
ち
は
、
ウ
ェ
ス
パ
シ
ア
ヌ
ス
治
世
後
半
に
ロ
ー
マ
中
央
政
界
に
お
い
て
旧
来
の
有
力
元
老
院
議
員
た
ち
に
代
わ
っ
て
｝
大
勢
力
を

　
　
　
　
　
　
　
⑪

形
成
し
始
め
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
勢
力
と
結
び
つ
く
こ
と
は
、
元
老
院
内
で
弱
小
な
彼
ら
東
部
出
身
元
老
院
議
員
た
ち
に
と
っ
て
き
わ
め
て

有
利
な
結
果
を
も
た
ら
し
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
バ
ト
ロ
ネ
ジ
が
最
も
顕
著
に
働
い
た
例
が
、
ク
ア
ド
ゥ
ラ
ト
ゥ
ス
家
の
例
で
あ
る
。
先
述
の

ア
ド
レ
ク
テ
ィ
の
一
人
、
ア
ン
テ
ィ
ウ
ス
・
ク
ア
ド
ゥ
ラ
ト
ゥ
ス
は
、
ウ
ェ
ス
パ
シ
ア
ヌ
ス
帝
治
世
の
後
半
に
ア
シ
ア
総
督
副
官
を
二
年
間
務

め
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
の
一
年
は
、
大
ト
ラ
ヤ
ヌ
ス
が
総
督
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
ク
ア
ド
ゥ
ラ
ト
ゥ
ス
の
そ
の
後
に
大
き
な
影
響
を

与
え
た
。
大
ト
ラ
ヤ
ヌ
ス
の
息
子
ト
ラ
ヤ
ヌ
ス
が
の
ち
に
帝
位
に
つ
い
た
時
、
こ
の
ク
ア
ド
ゥ
ラ
ト
ゥ
ス
は
シ
リ
ア
総
督
職
に
つ
き
、
そ
の
後
、

二
度
目
の
正
規
コ
ン
ス
ル
職
ま
で
与
え
ら
れ
た
。
し
か
も
、
彼
の
　
族
で
あ
る
ら
し
い
ク
ア
ド
ゥ
ラ
ト
ゥ
ス
・
バ
ッ
ス
ス
も
、
同
じ
年
に
補
充

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

コ
ン
ス
ル
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

　
と
こ
ろ
で
、
エ
メ
サ
、
コ
ン
マ
ゲ
ネ
、
ユ
ダ
ヤ
な
ど
の
属
国
王
家
は
、
複
雑
な
婚
姻
関
係
に
よ
り
古
く
か
ら
深
く
結
び
つ
い
て
い
た
。
コ
ン
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マ
ゲ
ネ
王
ア
ン
テ
ィ
オ
コ
ス
四
世
は
、
王
国
の
併
合
後
ウ
ェ
ス
パ
シ
ア
ヌ
ス
帝
に
厚
遇
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
子
孫
は
、
コ
ン
ス
ル
に
達

　
　
　
　
　
　
　
⑭

し
た
だ
け
で
な
く
、
お
そ
ら
く
ド
ミ
テ
ィ
ア
ヌ
ス
帝
期
ま
で
に
は
、
前
述
の
ク
ア
ド
ゥ
ラ
ト
ゥ
ス
ら
中
央
へ
進
出
し
た
家
系
と
婚
姻
関
係
を
結

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

び
、
ま
た
、
属
州
の
現
地
上
層
家
系
と
も
結
び
つ
い
て
い
た
。
つ
ま
り
、
ウ
ェ
ス
パ
シ
ア
ヌ
ス
帝
の
属
国
併
合
は
、
属
国
王
家
諸
家
系
を
ロ
ー

マ
帝
国
支
配
層
に
吸
収
す
る
こ
と
に
も
な
っ
た
。
そ
れ
が
誤
認
の
上
層
家
系
の
さ
ら
な
る
中
央
進
出
を
容
易
に
し
た
の
は
想
像
に
難
く
な
い
。

　
ウ
ェ
ス
パ
シ
ア
ヌ
ス
帝
の
帝
国
東
部
再
編
は
、
琴
平
上
層
家
系
や
属
国
王
家
を
中
央
政
界
に
取
り
込
む
契
機
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
先
行
研

究
で
は
、
ド
ミ
テ
ィ
ア
ヌ
ス
帝
期
の
東
部
出
身
コ
ン
ス
ル
出
現
と
元
老
院
議
員
身
分
内
の
東
部
呂
州
出
身
者
急
増
を
重
視
し
、
ド
ミ
テ
ィ
ア
ヌ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

ス
帝
期
を
画
期
と
考
え
た
の
で
あ
る
が
、
実
は
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
ウ
ェ
ス
パ
シ
ア
ヌ
ス
帝
の
帝
国
東
部
再
編
こ
そ
が
画
期
で
あ

り
、
ロ
ー
マ
帝
国
に
お
け
る
そ
れ
ま
で
の
帝
国
東
部
の
位
置
づ
け
を
変
革
し
た
の
で
あ
る
。
ド
ミ
テ
ィ
ア
ヌ
ス
六
欲
は
そ
の
延
長
線
上
に
あ
っ

た
の
で
あ
っ
た
。

ウェスパシアヌス帝の東方政策（桑山）

①
以
後
、
六
九
年
内
乱
で
ウ
ェ
ス
パ
シ
ア
ヌ
ス
を
支
援
し
た
人
々
を
フ
ラ
ウ
ィ
ウ

　
ス
派
と
呼
ぶ
。
彼
ら
の
中
核
は
、
東
部
属
州
の
軍
団
長
お
よ
び
東
部
属
州
の
総
督

　
た
ち
で
あ
っ
た
。
拙
稿
「
ウ
ェ
ス
パ
シ
ア
ヌ
ス
帝
の
統
治
政
策
と
マ
ル
ケ
ッ
ル
ス

　
の
死
」
『
西
洋
古
典
学
研
究
』
六
六
、
一
九
九
八
年
、
九
八
－
一
〇
九
頁
参
照
。

②
パ
ン
サ
の
経
歴
は
、
彼
の
経
歴
を
記
し
た
碑
文
の
復
元
が
困
難
な
た
め
、
諸
説

　
あ
る
。
本
稿
は
、
ω
■
筈
ぎ
げ
①
欝
。
㍗
o
同
f
署
．
P
鰹
山
σ
①
を
基
に
し
た
。

③
し
d
．
渕
曾
ざ
ト
題
9
ミ
き
恥
§
§
、
ミ
跨
§
誠
駐
暦
ミ
§
§
、
§
§
誤

　
翫
臨
隷
ミ
。
ミ
§
h
寒
篭
眠
き
。
帆
糞
℃
餌
冨
曽
一
⑩
○
。
Φ
v
℃
．
ω
親
り
昌
。
．
b
。
Φ
o
。
．
（
以
下
、
b
ご
．

　
幻
伽
ヨ
ざ
O
β
。
H
ユ
卿
Φ
の
と
略
す
。
）

④
本
稿
で
は
、
帝
が
七
三
、
四
年
に
新
た
に
バ
ト
リ
キ
貴
族
へ
上
昇
さ
せ
た
者
を

　
新
バ
ト
リ
キ
、
ウ
ェ
ス
パ
シ
ア
ヌ
ス
帝
期
よ
り
前
か
ら
の
バ
ト
リ
キ
を
償
バ
ト
リ

　
キ
と
呼
ぶ
。
ウ
ェ
ス
パ
シ
ア
ヌ
ス
帝
が
属
州
統
治
に
用
い
た
バ
ト
リ
キ
の
大
半
は

　
新
バ
ト
リ
キ
で
あ
っ
た
。
前
掲
拙
稿
、
一
〇
三
1
一
〇
四
頁
参
照
。

⑤
前
掲
拙
稿
、
一
〇
六
－
一
〇
七
頁
参
照
。

⑥
≦
．
国
。
ぎ
冒
汗
Φ
ω
三
顧
軍
。
く
一
護
芭
｛
聾
Φ
飯
島
臼
ω
Φ
鵠
8
吋
警
訂
昌
ω
聾
帥
訂
7

　
8
H
＜
8
8
＼
刈
O
臣
ω
一
ω
c
。
＼
一
ω
Φ
w
O
ミ
、
§
鳩
鵠
”
一
り
。
。
卜
⊃
”
や
ト
3
鱒
ご
即
ω
《
ヨ
①
”

　
〉
艮
8
冨
ω
ω
讐
霞
巳
匿
9
隠
鮪
①
c
。
し
箋
。
。
も
や
一
ト
。
山
一
■

⑦
《
．
日
9
亀
詑
臣
Φ
。
ξ
ω
窮
げ
。
ぎ
≡
ヨ
。
｛
鍔
国
ぎ
ご
ω
軍
。
昌
け
。
冨
韓
冨

　
”
ロ
霧
β
。
皆
弟
勲
α
c
。
し
Φ
①
。
。
も
．
峯
㎝
．
は
、
彼
ら
が
も
と
も
と
ユ
ダ
ヤ
や
シ
リ
ア
の

　
軍
団
長
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
ウ
ェ
ス
パ
シ
ア
ヌ
ス
帝
は
東
部
紀
州
の
専
門
家
を

　
養
成
し
よ
う
と
し
た
と
考
え
る
が
、
腹
心
で
あ
っ
た
事
実
を
見
逃
し
て
い
る
。
ル

　
キ
リ
ウ
ス
・
バ
ッ
ス
ス
な
ど
、
ユ
ダ
ヤ
総
督
に
な
る
ま
で
は
東
部
と
何
の
関
係
も

　
な
い
経
歴
を
経
た
者
も
お
り
、
帝
の
意
図
を
単
な
る
専
門
家
養
成
と
は
見
な
せ
な

　
い
。

⑧
前
述
の
ボ
レ
マ
エ
ア
ヌ
ス
（
在
職
七
八
－
七
九
年
）
、
じ
d
．
囲
⑩
ヨ
ざ
O
寧

　
嵩
酵
霧
胃
冨
ρ
b
o
膳
、
L
・
ユ
リ
ウ
ス
・
プ
ロ
ク
レ
イ
ア
ヌ
ス
（
七
九
－
八
一
年
）
》
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ま
岸
層
口
。
．
軸
O
駆
、
前
述
の
ク
ア
ド
ゥ
ラ
ト
ゥ
ス
（
八
二
…
八
三
年
）
」
嘗
縣
こ
p
o
．

　
お
■
プ
ロ
ク
レ
イ
ア
ヌ
ス
が
新
バ
ト
リ
キ
で
あ
る
。

⑨
窪
爽
響
に
翼
目
曽
b
貯
恕
N
亀
ミ
§
§
防
毒
ミ
受
ミ
》
§
§
純
§
ぎ
驚
き
ミ

　
沁
。
ミ
§
ミ
ミ
い
縁
葵
ミ
寧
N
昏
曇
⑩
き
、
N
．
○
ミ
b
O
9
斤
ぎ
α
q
Φ
P
一
④
↓
P
唱
．
刈
。
。
一
即

　
ω
矯
ヨ
P
象
ミ
馬
刀
き
匙
b
ご
ミ
専
ミ
冑
“
○
改
o
H
9
一
⑩
Q
。
ρ
や
り
一
．

⑩
テ
ィ
ト
ゥ
ス
滋
賀
の
T
・
ユ
ニ
ウ
ス
・
モ
ン
タ
ヌ
ス
が
既
知
の
東
部
偶
州
黒
身

　
の
初
の
コ
ン
ス
ル
で
あ
る
が
、
彼
の
前
後
に
は
全
く
東
部
属
州
繊
身
の
コ
ン
ス
ル

　
が
お
ら
ず
、
ま
た
彼
の
経
歴
も
不
明
な
点
が
多
い
。
ま
た
、
高
齢
で
コ
ン
ス
ル
に

　
達
し
た
ら
し
く
、
先
行
研
究
で
は
そ
れ
ほ
ど
重
視
さ
れ
て
い
な
い
。

⑪
前
掲
拙
稿
、
一
〇
三
…
一
〇
七
頁
参
照
。

⑫
国
．
欝
深
戸
繕
戸
。
ワ
鼻
’
も
．
這
ρ
ク
ア
ド
ゥ
ラ
ト
ゥ
ス
・
バ
ッ
ス
ス
の
父
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お
　
わ
　
り
　
に

　
ウ
ェ
ス
パ
シ
ア
ヌ
ス
帝
期
に
は
東
方
辺
境
が
著
し
い
変
化
を
被
り
、
ロ
1
マ
帝
国
の
影
響
力
は
コ
ー
カ
サ
ス
地
方
に
ま
で
及
ん
で
い
た
。
だ

が
、
こ
れ
は
、
先
行
研
究
が
考
え
た
よ
う
な
、
ア
ル
メ
ニ
ア
・
パ
ル
テ
ィ
ア
に
対
す
る
領
土
拡
大
や
、
単
な
る
辺
境
防
衛
、
と
い
っ
た
性
質
の

も
の
で
は
な
く
、
帝
国
東
部
全
体
の
再
編
の
副
産
物
で
あ
っ
た
。
こ
の
再
編
に
よ
り
、
小
ア
ジ
ア
、
シ
リ
ア
か
ら
は
属
国
が
ほ
ぼ
消
滅
し
、
六

つ
の
属
州
に
整
理
・
統
合
さ
れ
た
。
六
九
年
ま
で
は
属
国
や
自
治
州
が
散
在
し
、
地
域
と
し
て
統
一
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
が
た
か
っ
た
帝
国

東
部
は
、
ウ
ェ
ス
パ
シ
ア
ヌ
ス
帝
に
よ
っ
て
初
め
て
ま
と
ま
っ
た
形
を
与
え
ら
れ
、
「
東
方
属
州
」
と
し
て
帝
国
の
核
の
一
つ
を
形
成
す
る
こ

と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
先
行
研
究
が
雷
う
よ
う
に
、
六
九
年
の
内
乱
で
ウ
ェ
ス
パ
シ
ア
ヌ
ス
帝
を
支
持
し
た
人
々
の
大
半
が
イ
タ
リ
ア
や
西



方
属
州
の
出
身
者
で
あ
り
、
フ
ラ
ウ
ィ
ウ
ス
朝
開
始
に
よ
っ
て
第
一
に
恩
恵
を
受
け
、
新
た
に
二
世
紀
の
帝
国
有
力
家
系
の
祖
と
な
っ
た
の
は

確
か
で
あ
る
。
だ
が
、
彼
ら
の
勲
業
は
六
九
年
内
乱
で
は
帝
国
東
部
で
勤
務
し
て
い
た
元
老
院
議
員
で
あ
り
、
ウ
ェ
ス
パ
シ
ア
ヌ
ス
学
期
に
も

東
部
再
編
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
を
忘
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
彼
ら
の
台
頭
は
、
彼
ら
と
結
び
つ
い
た
東
部
出
身
者
の
中
央
政
界
進

出
を
も
促
進
す
る
こ
と
と
な
り
、
雪
嵐
帝
期
に
は
東
部
壱
州
出
身
者
は
、
イ
タ
リ
ア
や
西
部
属
州
出
身
者
と
並
ん
で
、
ロ
ー
マ
帝
国
支
配
層
を

形
成
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
ウ
ェ
ス
パ
シ
ア
ヌ
ス
帝
の
東
方
政
策
は
、
疲
弊
し
た
帝
国
の
再
建
を
可
能
に
し
た
ば
か
り
で
な
く
、
そ

の
後
の
ロ
ー
マ
帝
国
の
政
治
、
社
会
に
大
き
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
、
帝
国
を
二
世
紀
の
最
盛
へ
と
導
く
礎
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
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govemor　of　lfriqiya．

　　The　third　revolt　was　an　uprising　in　Tanus　by　lfriqi　Arabs　of　Egyptian　origin

（descendants　of　the　Arab　conquerors　of　lfriqiya）　who　had　previously　lost　their　iand

and　prerogatives　to　the　Khurasanis．　lt　was　led　by　Khurayslt　（Hamd－is），　wkose

father－in4aw，耳asan　b．耳arb，　had　Ied　a　rebe1丘on　thirty－five　years　previously．

Ifriqis　from　aH　over　the　territory　fiocked　to　Ttinus　to　join　the　revolt．　They　were

easily　defeated　by　the　1〈hurasanis，　who　were　sent　from　Qayrawan　by　lbrahirn．

　　As　tirne　went　by，　the　Zabi　1〈hurasanis　became　increasingly　alienated　by　their　old

cornrade，　lbrahirn　b．　al－Aghiab，　as　he　became　increasingly　autocratic，　basing　his

power　on　newly　recruited　foreign　mercenaries　（ltalians　and　Negroes）．　The　Zabi

I〈hur2sanis　（ied　by　‘lmran　b．　Mujalid，　once　lbrahim’s　confidant），　Syrians　（led　by

‘Ainr　b．　Mu‘Awiya），　and　Basrans　（led　by　‘Arnir　b．　al－Mu‘ammar），　coalesced　against

Ibrahim，　but　the　reberaon　dissolved　when　lbrahim　offered　them　salaries．

This　revolt　was　resurned　and　developed　into　the　fuial　and　largest　revolt　by

Mans｛ir　b．　Nasr，　‘Amir　b．　Nafi‘，　and　‘Abd　al－Sa15m　b．　al－Mufarraj，　Khur5sani　Arab

leaders　and　prominent　landlords．　The　governor　Ziyadatul12h，　lbrahim’s　son，　bided

his　time，　waiting　for　quarrels　and　in－fighting　to　create　divisions　among　the　rebels，

while　diverting　Arab　attention　to　the　conquest　of　Sicily．

The　Eastem　Policy　of　the　Emperor　Vespasian

by

KuwAyAMA　Tadafumi

　　The　reign　of　Vespasian　has　been　considered　as　an　era　of　the　development　of　the

western　part　of　the　Roman　Empire．　But，　the　eastern　part　of　the　Empire　is　as

important　as　the　westem　part．　For　the　basis　of　Vespasian’s　faction　in　the　Civil

War　in　A．　D．　69　was　in　the　eastem　part，　and　during　his　reign，　the　eastem　frontier

of　the　Roman　Empire　was　quite　changed：　the　client　kingdoms　such　as　Cornmagene

and　Arrnenia　Minor　were　incorporated　into　the　Empire；　Cappadocia　was　joined

with　Galatia　and　stationed　by　two　legions．　Conceming　these　changes，　other

studies　have　insisted　that　Vespasian　merely　intended　to　make　a　defence　line．　By

offering　reasons　other　than　rnilitary　aspects，　1　demonstrate　the　further　significance

（966）



of　the　eastem　part　for　the　Emperor　Vespasian．

　　In　the　first　part　of　this　anicle，　the　diplomacy　between　Rome　and　Parthia，　the

incoq）ora緬on　of　Commagene，　is　exam血ed．　In　Vespasian’s　reign，　this　kingdom

was　no　longer　a　bu旋｝r　state，　but　completely　subordinated　to　Rome，　so　we　can

regard　the　incorporation　as　a　domestic　administration．　Rome　just　managed　to

secure　control　of　the　west　side　of　the　Euphrates，　trying　not　to　arouse　Parthia．　lt

was　not　necessary　for　Vespasian　to　make　a　defence　line　so　as　to　prepare　for

Parthia’s　attacl〈．

　　In　the　second　part，　1　examine　the　reorganization　of　eastem　Asia　Minor，　namely，

the　unification　of　Cappadocia　and　Galatia　together　with　Annenia　Minor．　Most

important　is　the　fact　that　Vespasian　did　not　send　a　legion　to　Amienia　Minor　until

A．　D．　75．　That　is　to　say，　the　incorporation　of　Armenia　Minor　was　not　done　for　a

military　purpose．　lnstead，　1　stress　two　reasons　about　the　reorganization　of　this

area．　The　first　is　the　disturbance　of　the　south－east　coast　of　tihe　Black　Sea：　this

area　was　annexed　oniy　in　A．　D．　64　and　a　rebelkon　against　Roman　rule　happened　in

69；　legions　were　necessary　to　maintain　order．　The　second　is　the　economic

importance　of　Satala　in　Armenia　Minor．　lt　was　located　on　the　crossroads　of　two

trade　routes，　one　from　the　Black　Sea，　the　other　from　Armenia　Major．　The

incorporation　of　Arrnenia　Minor　seemed　to　help　’Roman　finances．　The　same

reason　can　apply　to　that　of　Commagene，　which　was　famous　for　its　wealth．　IR　the

reign　of　Vespasian，　the　imperial　economy　was　impoverished　by　the　Civi1　War，　so

its　reconstruction　was　his　urgent　duty．　He　expioited　the　eastern　part　of　the

empire　as　the　resource　of　reconstruction，　which　had　no　damages　from　the　war．

The　eastem　frontier　was　not　excluded．　Thus，　Vespasian’s　eastem　policy　rnust　be

regarded　not　only　as　a　military　policy，　but　also　as　an　economical　one．

　　Lastly，　1　also　show　the　importance　of　the　eastem　provinces　from　the　point　of

human　resources．　First，　the　reorganization　of　the　eastem　part　might　require

much　more　cooperation　with　the　eastern　provincials．　The　senators　from　the　east

such　as　the　adlecti　of　Vespasian　were　mainly　employed．　This　policy　resulted　in

the　dramatic　increase　of　senators　from　the　east　in　the　reign　of　Domitian．

Secondly，　the　main　supporters　of　Vespasian　in　the　Civil　War　became　powerful

following　his　reign，　replacing　the　previously　powerful　senators　from　the　Julio－

Claudian　Dynasty．　Most　of　these　rising　senators　were　engaged　in　the

reorganization　of　the　eastern　provinces　as　governors，　and　were　connencted　with

some　senators　from　the　east　by　patronage．　lt　probabiy　contributed　to　the

advance　of　the　status　of　the　senators　from　the　east．　The　most　distinct　exarnple

is　the　connection　between　the　faiuily　of　Trajan　and　that　of　Quadratus．　As　we
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have　seen　above，　Vespasian’s　eastern　policy　not　only　reconstructed　the　imperiai

finances，　but　laid　the　foundations　of　the　Roman　Empire　in　the　second　century．

　　　　　Study　on　the　Land　Tax　System

under　the　Wei魏Dynasty（220－265　A．　D．）

　　　　　　With　Refence　to　the　Land　Tax　Rate

by

Zhang　Xuefeng

　　Conceming　the　new　tax　system　established　by　Cao　Cao（曹操）in　204　A．　D．，

recent　studies　have孤a稲y　f6cused　on　the　household　tax　system（戸調制）f6r　its

epoch－making　character．　On　the　otker　hand，　the　land　tax　system　has　rarely

received　sufficient　notice，　and　it　is　almost　taken　for　granted　that　the　tax　rate　was

actually　4　sheng（升）per　mu（畝）as　described　in　several　sources．　This

supetficial　presumption　has　biased　not　only　the　realization　of　the　historical　nature

of　the　new　tax　system，　but　also　that　of　agricultural　production　and　the　tax　system

of　former　and　later　periods．　This　paper　questions　the　tax　ra£e　of　4　sheng　per　mu

considering　the　resembiance　between　the　chinese　characters　sheng（升）and　dou（

SF）　in　shape．　lt　basically　agrees　with　some　recent　scholars　on　the　rate　of　4　dou

per　mu，　and　goes　further　to　explore　the　historical　significance　of　the　Rew　tax

system．　lt　is　summarized　as　foilows：

　　This　paper　begins　with　a　review　of　the　debate　on　the　validity　of　the　tax　rate　of

4　sheng．　lt　points　out　that　this　question　should　be　discussed　in　a　broad　historical

context，　and　hence　turns　to　the　typical　features　and　problems　of　the　tax　system

岨der　the　Han（漢）dynasty．　As　recent　studies　have　revea豆ed，　the　tax　system　of

the　Han　dynasty　is　basically　composed　of　a　Hght　land　tax　with　the　low　rate　of　1／30，

and　a　head　tax　which　is　ievied　in　cash．　The　former　favoured　large　laltdowners

while　scarcely　benefiimg　peasants．　Moreover，　the　latter　oppressed　peasants　who

had　no　cash　income．　Thus　both　aspects　of　this　tax　system　led　to　the

concentration　of　lanclholding　by　large　landowners　and　the　ruin　of　peasants．　From

the　middle　of　the　Later　Han　dynasty　onwards，　the　social　problems　caused　by　the

tax　system　became　more　and　more　evident，　and　the　othcials　of　the　intellectual
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